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３．協議議事録 

 

月 日 2006.10.23（月） 
訪問先 JICA モンゴル事務所（所長室） 
対応者 守屋所長、森本次長 
調査者 渡辺、橋本（記）（調査団）、平野（JICA モンゴル事務所） 
目 的 調査目的、概要、対処方針説明 
受領資料 なし 

 

・ ２週間ほど前、各国ドナー等のテクニカルミーティングがあり、日本国大使より本件プログラム

の紹介があった。各国ドナーとの協調の下で、JICA マスタープランのリーダーシップが着目さ

れており、その点に留意し案件のプログラムを図っていく必要があろう。 
・ 今回延期された橋梁のプログラムについては、JICA モンゴル事務所においても東京本部からの

情報が十分に伝わっていない部分がある。同じ関係省庁へのインタビューも予定されており、東

京側の考え方を把握したうえで、調査内容を本マスタープラン調査のなかに含めることで検討中

であることを相手先に説明し、理解を得ていくことが必要であろう。 
・ 都市マスタープラン案件については、市役所側からの問い合わせとリクエストが多いと理解して

いる。シニアボランティア等を建設都市開発省に派遣しているが、ウランバートル市各部局と建

設都市開発省の間の情報交換があるとの話題はあまり耳にしない。実際には、相互の関係は疎遠

であることも想定されるが、情報収集の時点では技術的な枠組みを把握することを先行し、両者

の関係性について整理していくことが必要となろう。 
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月 日 2006.10.23（月） 
訪問先 建設都市開発省（3F 会議室） 
対応者 Mr. Nobuo Okada（シニアボランティア、Construction, Housing and Public 

Utilities Policy and Coordination Department）, Mr. Altai Shijirmaa（岡田氏通訳）

調査者 渡辺、橋本（記）（調査団）、平野（JICA モンゴル事務所）、オットゴン（通訳） 
目 的 建設都市開発省の各部局における業務内容概略について 
受領資料 1995 年以降の各国ドナーによるプロジェクトリスト（建設都市開発省所蔵資料に基

づく） 
 

バッドボールト氏が海外出張直後による面会順延に伴い、岡田氏より組織現況についてのインタビ

ューを行うこととした。 
 
（組織現況） 
・ 現在派遣されている部局には 10 名ほどの職員が配置されており、それぞれが個別のプロジェク

トを担当している。岡田氏は現在、モンゴル国内全域を対象とした水道の普及プログラムに関す

る基礎調査を行っている。 
・ 以前には、日本の都市計画法、日本の駐車場法についての情報収集を行った。各国のドナー組織

〔ドイツ技術協力公社（GTZ）など〕も、それぞれの国の法制度に関する情報収集と提供を行

っている。建設都市開発省では、法的側面、制度的側面について興味をもっており、各国制度の

比較を行いながら、モンゴル国の実情に即した適用手法として制度を確立するため、内容の検討

を行っている。 
・ 住宅４万戸計画に関しては、日本の戦後住宅整備に関連して、住宅金融公庫法などの財政制度側

面からの情報収集と提供を行った。 
・ 他の職員が担当している業務には、建築認可に関する法制度整備、住宅４万戸計画などがある。 
・ 同部局で行っている制度的側面の検討にあたり、市役所等、具体的な整備事業を行う部署との 

関連は特にない。例えば、現在日本の建設業者の実施している水源に関する工事についても、建

設都市開発省は、監督上の立場から報告書を受領するものの、単に確認するにすぎないというの

が実情のようだ。 
 
（住宅４万戸計画について） 
・ 住宅の確保について、カナダ、韓国、チェコの機関で事業への関与が検討されている。 
 
（土地法／都市開発法について） 
・ 議会への上程中と聞いている。 
 
（水道管敷設プロジェクトについて） 
・ 建設都市開発省では、ウランバートル市について他の地方都市と別枠で考えている。中央省庁 

の考えでは、地方政府のうち外国からの投資に結びつく都市を主として考えている状況であり、

エルデベット市や、ゴビ砂漠の地域についての検討に重点が置かれている。 
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・ プロジェクトでは、現況人口、将来計画人口の予測に基づき、モンゴル国を 10 程度の地域に分

けた地域レベルでの計画立案を行っている。 
 
（各種プロジェクトと統計の関係） 
・ 水道プロジェクトでは、世界銀行、国連児童基金（UNICEF）の 2015 年時点での推計データ、

及び、UNICEF の現況データを用いている。 
・ ４万戸住宅の計画では、世界銀行、アジア開発銀行（ADB）の統計資料をベースに計画が進め

られている。 
・ 同局に配置されているモンゴル人スタッフに統計資料について尋ねても、回答がない場合がほ 

とんどであり、同国の統計資料について十分な周知がなされていないか、実用的でない可能性が

あると理解される。 
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月 日 2006.10.23（月） 
訪問先 建設都市開発省（3F 会議室） 
対応者 Mr. BELEGSAIKHAN Dagvadori (Urban development department officer) 
調査者 渡辺、橋本（記）（調査団）、平野（JICA モンゴル事務所）、オットゴン（通訳） 
目 的 都市開発法改正について 
受領資料 ① 都市開発法素案（議会に上程する前の素案文であり、取り扱いの注意と、参照の

場合に同文書の位置づけにつき明記されたい旨、要請あり） 
② 現行法で建設時に用いられる基準書（用途カテゴリー別文書の一分野をサンプル

として受領） 
 
（都市開発法改正について） 
・ 現時点で、都市開発法改正案は議会に上程されておらず、素案の作成段階にある。議会承認を 

得る手続きは遅れており、本年 11 月 29 日に内務省あて提出したのちに、議会承認の手続きと

なるが、その日程については未定である。 
・ これまでの都市開発法では、４章 12 条（注記：4 章 16 条の誤り）であったが、今回の改正法で

は 7 章三十数条にすることを考えている。 
・ 土地法改正の具体的内容については、他の担当者がいるので、そちらに確認してほしい。 
 
（都市開発法改正の要点） 
・ 都市計画の内容について、具体的内容を定めることを規定化した。 
・ 各県、市ごとに地形図の作成を定め、都市計画の内容について国が把握できる制度とした。現 

在は国に現況調査・把握の権限が位置づけられていないため、監督調査庁として役割を定めるこ

とが必要である。 
・ 建設許可に関する具体的な規定を定めた。同項目を設ける背景には、土地の分配先における土地

利用規制の実効性を確保することがある。従来は、個別の建築に関する基準（技術基準、日本の

建築基準法における一般規定のようなもの）により規制を定めており、法的には実効力を伴って

いなかった。この点に関し、法律として定めることとした。 
同時に、住宅の建設計画に対して、紛争予防を目的として、近隣住民の事前の合意を得ることを

義務づける予定である。 
・ 都市計画 GIS 情報システムの確立を促進する。今回の法令により、各土地の具体的な規制内容

（建物の高さや地下室の許可限度、土地利用用途など）を参照できるようにする。これまでの規

制の技術基準では高さは定めていたが、建ぺい率を定めていないことなどがあった。また、緑地

帯の位置など、開発が制限される範囲についても同様にデータ化を進めていくこととしている。 
GIS システムについては、次の２段階の利用を想定している。 
－ 個人向け情報：特定敷地の建築制限等、参照情報として支障のないもの 
－ 行政機関向け情報：建物資産、土地の広さなど、個人情報に係る情報。参照制限を行う。 

・ 同法では、住民移転の手続きについても明文化する予定である。ただし、同事項に含まれる内 
容には国内で議論の分かれる事項も含まれるため、法律の議決を優先する立場から婉曲の表現と

している。 
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・ 都市計画法の実効的側面について、現実には次のような事情がある。 
－ 個人使用の建物：自己所有地（及び賃貸地）の自己使用の建物について、本来建設に必要で

ある制限事項についての適用はなされていない。 
－ 営業用の建物：建設に関する認可を得ることを必要とする。 

 
（住宅４万戸計画について） 
・ 住宅の確保について、カナダ、韓国、チェコの機関で事業への関与が検討されている。 
 
（土地法／都市開発法について） 
・ 議会への上程中と聞いている。 
 
（水道管敷設プロジェクトについて） 
・ 建設都市開発省では、ウランバートル市について他の地方都市と別枠で考えている。中央省庁の

考えでは、地方政府のうち外国からの投資に結びつく都市を主として考えている状況であり、エ

ルデベット市や、ゴビ砂漠の地域についての検討に重点が置かれている。 
・ プロジェクトでは、現況人口、将来計画人口の予測に基づき、モンゴル国を 10 程度の地域に分

けた地域レベルでの計画立案を行っている。 
 
（各種プロジェクトと統計の関係） 
・ 水道プロジェクトでは、世界銀行、UNICEF の 2015 年時点での推計データ、及び、UNICEF

の現況データを用いている。 
・ ４万戸住宅の計画では、世界銀行、ADB の統計資料をベースに計画が進められている。 
・ 同局に配置されているモンゴル人スタッフに統計資料について尋ねても、回答がない場合がほ 

とんどであり、同国の統計資料について十分な周知がなされていないか、実用的でない可能性が

あると理解される。 
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月 日 2006.10.23（月） 
訪問先 ウランバートル市役所（3F MUNKHBAATAR 氏オフィス） 
対応者 Mr. Begzjav MUNKHBAATAR (Office of the Capital City Governor, Head of 

Urban Development Department), Ms. Byamba SUREN（都市開発政策局）、 Mr. 
Nergui NATSAGDORJ（建築都市開発計画局）、Ms. SARANTUYA（都市計画研究所）

調査者 渡辺、橋本（記）（調査団）、平野（JICA モンゴル事務所）、オットゴン（通訳） 
目 的 事前調査への協力依頼、組織概略についての質疑、詳細質疑事項説明 
受領資料 なし 

 
（都市マスタープランの現況、課題について） 
・ モンゴルでは、2003 年の「土地の私有化に関する法律」制定以降、都市計画に関する問題が顕

著である。この制度化で策定される土地計画は、地区別に土地利用用途、電気、水道等のインフ

ラの調査を調整して定められることが望ましいが、実際にはそのようになっていない。 
・ マスタープランの問題点は、2020 年までの目標は示されているものの、短期的（例えば５年ごと）

の着手事項が示されていないことである。また、登録人口のデータはあるが、未登録の人口がか

なりある。人口増加のスピードは、2020 年マスタープラン策定時の想定よりはるかに早い。 
・ 各セクター別の課題についての概略は、以下のとおり。 

－ 温水供給：現在は、ゲル地区について供給を前提としていないことがあり、配管が整備され

ても供給源の容量に問題がある。 
－ 水道：2012 年までの容量には問題がないが、それ以降には容量が不足するとの予測がある。

現在建設中の建物について計画上、十分考慮されていない。 
― 排水、下水道：処理場の将来設置について、現有施設の拡張を行うか、新規施設の整備を行

うのかが課題であり、都市計画策定のなかで総合的な調整を行う必要がある。 
 
（都市計画関連部局の状況） 
・ 数日前、市役所内部の組織を再編成し、都市計画、インフラ計画に係る部門を統合化した。 

現在、市側から関連する組織は次のとおり。 
－ 都市計画研究所：2006 年 6 月、プロジェクト形成調査時より変更なし、具体的な都市基盤

施設、建築の計画、設計を行う。（後日再訪予定） 
－ 建築都市研究所：2006 年 10 月、市役所内部局の再編により、現業部局の統合を行った。

建築・都市・情報の各分野に係る部局がある。市側の実施施策にかかわる業務は、同局が担

当する。関連技術者約 50 名。部局の統括責任者は、Mr. Nergui NATSAGDORJ 氏（元ウ

ランバートル市マスターアーキテクト）。（後日再訪予定） 
－ ウランバートル市都市開発政策局：ウランバートル市都市計画に係る総合政策の立案を行う。

年に１回行われる次年度開発地域の選定などを行う。統括責任者は、Mr. Begzjav 
MUNKHBAATAR 氏（同局局長）、部局のスタッフ 11 名。 

 
（業務内容） 
・ 都市計画に係る市側の主な活動内容は、将来的な方策よりも、現況の建物の許可調査に係る側面
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が多い。市内には、建物が勝手に建てられているとの現実があり、なかなか将来的なマスタープ

ラン策定に業務を割くことができない。 
・ 市の都市計画に割くことのできる予算に限界があることも問題である。現況予算は 2 億トグロ

グ（MNT）／年（日本円約 2,000 万円）であり、十分な活動ができない（この予算の一部が都

市計画研究所に再委託されるため、出席した都市計画研究所の代表者には予算負担議論への不安

感が見受けられた）。 
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月 日 2006.10.24（火） 
訪問先 建設都市開発省（3F BATBOLD 氏オフィス） 
対応者 Dr. Badrakh BATBOLD (Urban development department, chairman) 、 Mr. 

BELEGSAIKHAN Dagvadorj (Urban development department officer) 
調査者 渡辺、橋本（記）（調査団）、平野（JICA モンゴル事務所）、オットゴン（通訳） 
目 的 今回訪問の目的と調査課題の説明 
受領資料 なし 

 
（訪問目的、検討依頼事項の説明） 
・ 調査訪問目的を説明したあと、下記各事項についてモンゴル側での検討を進めてほしい旨依頼 

を行った。 
－ 情報整理について：土地業務測地地図庁（ALAGaC）、ウランバートル市都市計画研究所、

ウランバートル市都市開発計画局相互で保有の情報について、統合していく必要があると考

えている。今回の事前調査滞在中に各部局の情報を収集することになるが、本調査団着任時

にスムーズに情報交換できる仕組みについて検討してほしい。 
－ 組織構成：カウンターパート側構成とともに、都市計画に係る現況情報の収集において、現

地再委託の可能性もあると思う。特に、ウランバートル市都市計画研究所の位置づけに注意

し、モンゴル国内の民間コンサルタント会社も候補に含め、検討してほしい。 
－ 調査対象範囲：地図情報の撮影範囲（500km2）について、ALAGaC との調整を経た。都市

計画の調査範囲として、ウランバートル市街地だけではなく、周縁部、近隣都市の動向を総

合的に検討しなくてはならないことも今後予想される。都市計画に関して、地図作成用写真

の範囲外で主要な地域、地区があれば、その内容を併せて教えてほしい。 
→内部で情報と要望事項の整理をしたい。撮影範囲 MAP をベースとして、候補箇所の図示

と概要を記述してもらうこととした。 
 
（建設都市開発省とウランバートル市役所との関係） 
・ ウランバートル市都市開発政策局局長が人事異動により ZULGEREL 氏から、Begzjav 

MUNKHBAATAR 氏に変更された。同局には、都市計画の技術者が１名しか配置されていない

ため、実作業面の運営には不適と考えている。 
・ ウランバートル市側のカウンターパート担当部局として、実務面では建築計画研究所の方が良い

と考えている。 
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月 日 2006.10.24（火） 
訪問先 建設都市開発省（3F 会議室） 
対応者 Mr. Dorjgotov MUNKHBAATAR (Land Management and Assets Registration 

Policy Coordination Department, Director)、 同部局担当者１名（途中退席により

名刺取得できず） 
調査者 渡辺、橋本（記）（調査団）、平野（JICA モンゴル事務所）、オットゴン（通訳） 
目 的 土地法改正にかかわる情報収集 
受領資料 なし 

 
（土地法改正の状況） 
・ 土地法の改正は立案段階にあり、法務省とインフラ省（注：モンゴルにはインフラ省はないため、

資源エネルギー省、産業商業省と考えられる）と協議しながら素案を作成している。法律施行の

時期について、2006 年 12 月承認を目標としているが未定である。 
 
（主な改正内容） 
・ 従来の土地権利の形態には、①民間による保有、②長期間の貸借、③短期間の貸借があったが、

②、③を一本化し、２つの分類を計画している。背景には、外国企業が土地貸借により事業を行

う一方、モンゴル企業による事業が少なかったため、後者を促進するねらいがある。 
・ 鉱山、農業用地、都市内の建設用地のそれぞれは、これまで監督省庁が異なっていた。今後、建

設都市開発省に一本化するように考えている。 
・ モンゴル国土の 80％を占める牧畜用地について、農業組合を対象として牧畜目的の多用途への

使用を認める予定である。 
・ 土地の民間への譲渡について、現行法では市長、区長など行政上の複数の立場に権限が認められ

ていた。ウランバートル市の場合、今後、市長に一本化することを考えている。 
 
（ウランバートル市に係る現況と課題、対応） 
・ 現在のウランバートル市には、長期的な土地計画が定められているにもかかわらず、ばらばらな

建物が建てられ、問題化している。土地を民間に譲渡する際に都市計画上の適正分配がなされて

いない、利用上の目的と現実の用途が一致していないなどがある。 
・ 現行法では、土地計画の制定は都市計画を参照するように、都市計画の制定は土地計画を参照す

るように、との規定があるが、現場で徹底されていない。具体的な手順を細則として定める必要

がある。 
 
（ゲル地区の課題） 
・ 土地の譲渡は、ゲル地区を最初のターゲットとして進めている。民間への譲渡に伴い、都市計画、

土地計画間の整合性がとれなくなってきた。 
・ ウランバートル市の北部では、土地への居座りが起こり、問題である。土地計画の策定も、ゲル

地区への対策が課題と考えており、水道などのインフラ整備との整合性が課題となろう。 
・ あるゲル地区での調査では、敷地を統合してアパートを建設し公共施設の整備を進めるというプ
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ロジェクト案（日本でいう市街地再開発、土地区画整理のスキーム）に対し、住民の半数程度の

賛同が得られた。残りの半数は一軒家を造ることを要望している。 
ゲル地区の建物は簡易なものが多いので、話し合いさえつけば移動を要請することは可能と思っ

ている。ただし、補償金の問題、通行権の問題（主要道路より離れた街区奥側の敷地の所有者に

再開発の意向があっても、主要道路沿いの敷地の権利者が同意しないと街区内通路の通行権が確

保されないおそれがある）を解決する必要がある。 
 
（ウランバートル市関連部局） 
・ ウランバートル市で土地計画に関連する部局は、次のとおり。 

－ ウランバートル市都市計画研究所：土地計画作成機関 
－ ウランバートル市土地管理局 
ウランバートル市にある土地計画は、2016 年までの内容が策定されている。計画立案技術に

ついて問題があると考えている。 
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月 日 2006.10.24（火） 
訪問先 建設都市開発省（1F ALAGaC 個人オフィス） 
対応者 Mr. G.ERDENEMUNKH（ALAGaC, Cadastral Survey & Land Registration 

Project, Project Manager） 
調査者 橋本（記）（調査団）、オットゴン（通訳） 
目 的 組織概況調査 
受領資料 ALAGaC 所有の GIS データレイヤーリスト 

 
（組織概況） 
・ 現在、ALAGaC の本部には、８名の正規職員が配置されている。この下に、Agency と呼ばれる

独立法人の形で従事する職員が 60 名配置されている。 
従来土地財産管理の分野についても ALAGaC が担当していたが、同部門は建築都市研究所の所

管となった。 
 
（業務現況） 
・ ALAGaC の業務は次のとおりである。 

①土地利用現況情報の収集、整備 
②年次土地利用計画の策定：次年度に着手する建設事業の決定（各年の中期までに候補地選定

を行い、12 月に次年度の事業が選定される） 
③再開発、区画整理事業計画 

・ ALAGaC の業務対象地域は全国に及んでおり、農地、郊外の土地利用にかかわる情報も取り扱

っている。 
・ ウランバートル市内の情報については、ALAGaC が有しているデータと、ウランバートル市建

築計画研究所が有しているデータとがある。 
収集データは、次のとおりである。 
－ 地形・地理情報データ 
－ 土地利用に関する基礎データ 
－ 登記情報 
－ 土地の災害情報 
－ 土地の登録情報 
－ 土地利用に関する情報 
両者には一致していない部分があるが、将来的には相互リンクをすることを予定している

（注：後日のウランバートル市建築計画研究所への訪問により、ウランバートル市側の情報につ

いて変更データは ALAGaC のデータベースに即時送信されることが分かった）。 
・ 土地情報システムの情報について、収集したデータは、下記２種に分けて提供している。 

－ 政府・行政機関の要請に応じて提供されるデータ：全データの提供を行うが、申請・承認を

要する。 
－ 個人（民間）からの申請に応じて提供するデータ：上記のデータのうち、個人情報に係る部

分の情報提供が制限される。 
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・ 土地計画図について、閲覧したい旨伝え、後日再訪問することとした。 
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月 日 2006.10.25（水） 
訪問先 ウランバートル市役所 2F 国連人間居住計画（UN-Habitat）オフィス 
対応者 Mr. Bharat Dahiya (UN-Habitat Fukuoka Office, Project Manager) 、 Ms. 

ENKHTSETSEG Shagdarsuren (Citywide Pro-poor Ger-Area Upgrading Strategy 
and Investment Plan, Project Manager） 

調査者 平野、橋本（記）（調査団）、オットゴン（通訳） 
目 的 組織概況調査 
受領資料 Cities Alliances プロジェクト企画書 

 
（プロジェクト概況） 
・ Citywide Pro-poor Ger-Area Upgrading Strategy and Investment Plan について、2006 年４

～７月の期間にプロジェクト文書の作成を、福岡事務所経由で行ってきている。 
プロジェクトの承認は、2005 年 11 月であり、50 万米ドルの予算で実施をしている。 
同プロジェクトの実施にあたり、建設都市開発省バットボルト氏と連絡をとりながら進めている。 

・ 現段階は、６段階あるプロジェクト段階の、第１段階であり、ゲル地区に対する諸援助機関の情

報収集の段階にある。GTZ、ADB の支援事業に関する動向、フランス民間企業による水道整備

支援事業等の情報収集を進めている。 
ゲル地区の環境整備にあたり、ウランバートル市都市計画現況の整理も行っていきたいと考えて

いる。JICA の調査内容について重複する部分も多いので、相互に協力できる部分があれば検討

願いたい。 
・ ゲル地区の改善には、プロジェクト予算の裏づけが重要だと考えている。世界銀行の試算では、

同地区の改善には 60 億米ドル（約 7,200 億円）が必要だといわれている。援助機関がこれらの

援助を行うことは困難であり、民間投資を活用した環境改善が必要だと考えている。 
・ ゲル地区の改善を考えるうえで、不法な土地占有が起こる背景について考慮しておく必要がある

と考えている。近年、貧困によりウランバートル市内のアパートを売り払ってゲル地区に住むも

のも多いと認識している。 
そのような観点から、ゲル地区の対策と、ウランバートル市全体の施策とは一体的に考える必要

がある。 
 
※ プロジェクトの詳細内容については 2006年 6月のプロジェクト形成時ヒアリング内容より進ん

だ情報はなく、また、具体的な事業推進体制もないことから、実質的に進捗している事項はない

と判断された。 
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月 日 2006.10.25（水） 
訪問先 ウランバートル市建築都市計画研究所（4F NATSAGDORJ 氏オフィス） 
対応者 BELEGSAIKHAN Dagvadorj (建設都市開発省、Urban development department 

officer)、Mr. ERDENE OCHIR（ウランバートル市都市計画部部長）、Mr. Sandui 
TSENDSUREN（ウランバートル市土地管理局、副局長）、Mr. BOLD Gelegravjaa
（建設都市計画研究所、Director）、 他プレゼンテーション担当技術者２名 

調査者 橋本（記）（調査団）、オットゴン（通訳）、平野（JICA モンゴル事務所、途中より）

目 的 都市計画概況インタビュー 
受領資料 なし 

 
（ウランバートル市都市マスタープラン） 
・ ウランバートル市の都市計画マスタープランは、1950 年以降５回改正されている。最初の４回

はロシアによる作成であり、近年のマスタープランは 1998 年にモンゴル独自の立場から改正さ

れ、2003 年に国会承認された。 
最新の都市計画では、市街地を東西方向に４ブロックに分けて考えることを基礎としている。 

・ 都市計画作成にあたり定めた目標は、以下の４点である。 
－ 建築物のまとまりをつくっていくこと 
－ インフラ施設との相互調整を図ること 
－ 調和のとれた土地利用計画とすること 
－ 工場と産業施設の適切な配置を行うこと 

・ 都市マスタープランの総合的な改訂は、４年に１回見直すことになっている。 
・ 将来的には、「ナライハ」までをウランバートル市街地の区域として拡大し、考えてゆきたい。 
・ 将来的なインフラ整備事業について、以下の内容を考えている。 

－ Dund 川を渡る橋梁の増設（現況２か所→５か所） 
－ 市南部山沿いの高速道路の建設 
－ 鉄道を渡る橋梁、踏切の増設（現況３か所→７か所） 
－ サテライトの開発、中心ゲル地区の再開発 

 
（ウランバートル市土地利用計画） 
・ 現況の土地利用計画は、2000 年に市議会で承認されたプランが最新である。同プランには、工

場、学校等の各種施設について、概略の位置が定められているものの、土地利用の詳細プランは

定められていない。ウランバートル市全体の土地利用計画を策定したいと考えているが、地区レ

ベルでの計画立案がなされたところについての対処が主となっている。 
・ 土地計画は、１年に１回全市的な検討を行い、翌年に認可を与える場所の選定を行う。 

主に、次の内容がある。 
－ 民間に譲渡すべき土地の選定 
－ 個人（企業）からの申請事項の審査 

・ 全市的なインフラ状況を考慮し、計画を立案し、将来計画に対応する側面は遅れている。 
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（インフラ施設現況） 
・ 電気、水道、下水道などの基礎インフラについて、中心市街地については整備が完了している。

これらのインフラについて、1999 年時点での現況図はあるが、以降全域的な情報としてまとめ

たものはない。 
新たに建築許可を取得した敷地で、変更のある場所についてはこれを部分的に改訂している。 

・ 建設に伴う局所的なインフラ施設の変更（例えば、敷地内への配管引き入れなど）は、ウランバ

ートル市都市開発計画局に申請し、承認を得ることにより行う。また、インフラエンジニア会議

を年１回開催し、調査を行っている。 
・ 個別のインフラ設備については、2020 年都市マスタープランに基づいた計画を行っており、そ

の目標値よりも安全率をかけた容量を確保していることから、問題ないと考えている。 
 
（近年の主要プロジェクト）（検討段階のものを含む） 
・ ウランバートル市に係る主要プロジェクトには下記のものがあげられる。 

－ 「ダリヒ地区改善」：環状道路に接した北部。ADB の支援により、ゲル地区を含む地区の整

備を行った。計画地の一部は、工場跡地。ゲル地区へのインフラ整備事業も含めた計画とし

ている。 
－ 環状道路北西ゲル地区道路整備事業：ゲル地区の環境改善のため、①建設許可、②インフラ

整備、③移転の促進と跡地整備、を行っている。 
－ 第 14 地区ゲル地区改善事業：ウランバートル市東部、中央環状道路、外側環状道路間の敷

地におけるゲル地区改善 
－ バイヤンゴル地区：東西４ゾーンのうち、最も西側に位置する 259ha の敷地を対象とした

住宅整備計画。住宅４万戸計画の一環として進められている。 
・ 上記の計画には、産業施設、教育施設等を併せて整備することも検討されているが、その実現性

については不透明な側面も多い。 
 
（プロジェクト検討のプロセス） 
・ 上記プロジェクトを含めた、各種建設計画は、ウランバートル市の土地利用計画に基づいて発注

され、検討されている。 
新たな建設プロジェクト（個人利用によらないもの）は、 
① 前年 11 月までに計画対象地の選定 
② ２月に計画案の提出 
③ 土地計画・都市計画との照合審査 
④ 入札 

の手順で実施されている。 
 

※ インタビュー時間がないとの先方事情と、詳細資料が準備されていなかったことにより、再度訪

問することとした。 
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月 日 2006.10.26（木） 
訪問先 建設都市開発省 1F ALAGaC 個人オフィス 
対応者 Mr. G.ERDENEMUNKH（ALAGaC, Cadastral Survey & Land Registration 

Project, Project Manager） 
調査者 渡辺、橋本（記）（調査団）、オットゴン（通訳） 
目 的 依頼資料受領 
受領資料 2006 年 土地利用計画 建設認可地区リスト（モンゴル語） 

 
ウランバートル市全体で約 60 あまりの敷地、地区の図示された図面を閲覧。 
凡例と、図面の撮影を行う。 

 
・ 同図面には、競売・入札の対象となるプロジェクト地区と、建設認可取得済みの敷地が掲載され

ている。 
・ 建設にかかわる許可は、ウランバートル市が与えることになっている。同図に関する ALAGaC、

ウランバートル市間のデータ交換は年に１回行っている。したがって、両者の整合性は完全に担

保されてはいない。 
・ ALAGaC の有する GIS データは、敷地の境界を示すのみであり、個別の土地利用に関するデー

タは含んでいない。 
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月 日 2006.10.26（木） 
訪問先 建設都市開発省（３F 会議室） 
対応者 ＜建設都市開発省＞ 

Mr. Gambo MYAGMAR (Director of Construction, Housing and Public Utilities 
Police and Coordination Department)、Dr. Badrakh BATBOLD (Dept. of Urban 
Developmnet, chairman)、Mr. BELEGSAIKHAN Dagvadorj (Dept. of Urban 
Development)、Mr. Zayat LKHAGVADORJ (Dept. of Investment and Economic 
Cooperation) 、 Dorjgotov MUNKHBAATAR (Land Management and Assets 
Registration Policy Coordination dept., Director) 
＜都市計画研究所＞ 
Mr. BOLD Gelegravjaa (Director) 
※ウランバートル市より出席予定の都市開発政策局長 Begzjav MUNKHBAATAR 氏

は都合により欠席 
調査者 渡辺、橋本（記）（調査団）、平野（JICA モンゴル事務所）、エンヘ、オットゴン（通

訳） 
目 的 本格調査に係る各機関間の役割、合意形成 
受領資料 なし 

 
１．本会議での議事（全員参加） 
同打合せでは、本格調査のウランバートル市側枠組みについての議論が行われた。主に、BATBOLD

氏より基本的な考え方が説明された。 
 
・ 本プロジェクトについては、建設都市開発省が主導的な役割を担い、ウランバートル市がこれに

従って補完していくことを考えている。実質的には、建設都市開発省が政策的な部分を、ウラン

バートル市が技術的な部分を担っていくと考えている。 
・ 建設都市開発省とウランバートル市との連携の下で、ワーキンググループを介した情報の共有を

進めて行きたい。ワーキンググループの構成には、市都市計画研究所、ALAGaC、市建築都市

研究所が考えられる。 
（都市計画研究所より、ワーキンググループへの参加については、調査団の個別訪問時に質疑の

うえ回答したいとの意見があった） 
・ 日本の調査団のプロジェクトオフィスはどこに設けたらよいか？ 

→要請書内容に従い、モンゴル側で協議、調整してほしい。 
過去には実質的な部局が複数機関に存在したとの理由から、分散配置したこともある。 

・ 計画作業は日本で行うと聞いたが？ 
→地図の作成部分のみ、スケジュールの都合から日本で行うこととしている。 
技術移転の目的もあるので、基本的にモンゴル側の技術者と共同で作業することになる。 

・ 調査範囲についてウランバートル市側の考えもあるので、その意見も反映してほしい。 
・ 本調査で構成するステアリングコミッティーについては、関連省庁、機関を含めて、建設都市

開発省大臣より通達を出し、決める。 
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２．会議終了後の BATBOLD 氏からの意見（個別打合せ） 
・ 市都市計画研究所には、技術的専門性をもった人材が不足しているので、本プロジェクトにカウ

ンターパートとして参加してほしいと思っている。本日の会合の様子を見ると、業務費用が支払

われないワーキンググループとは別の形でかかわりたいと思っている雰囲気があった。 
・ 同研究所の技術水準は低いと思っている。民間コンサルタント会社のレベルのほうが高いと感 

じている。 
・ プロジェクトに必要な各種情報は同研究所が保有していることもあり、その点でどのように調 

整するのかが課題と考えている。 
・ 同研究所には、カウンターパート、又は、ワーキンググループ側に入ると経費の支払いができな

いことは説明したが、完全に理解しているのかには疑問がある。モンゴル側の異なる機関からは、

伝えにくい部分もあるので、できれば事前調査チームからも説明をしてほしい。 
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月 日 2006.10.27（金） 
訪問先 ADB（会議室） 
対応者 Ms. Tsetsegmaa Amar (Mongolia Resident Officer) 
調査者 橋本（記）（調査団）、平野（JICA モンゴル事務所）、オットゴン（通訳） 
目 的 プロジェクト近況についての情報交換 
受領資料 なし 

 
・ モンゴル全国について、道路の改善プロジェクトを進めている。これは、ウランバートル市のみ

を対象としたものではない。 
・ ウランバートル市にかかわるプロジェクトでは、市中心部とゲル地域間の道路改良計画を検討 

している。現在ウランバートル市役所交通道路局(City Road and Transport Department)をカ

ウンターパートとして調整中であり、協議が順調に進めば 11 月に調印、2007 年初頭にプロジェ

クトの開始が見込まれる。 
主な内容は、既存道路の舗装面の補修、改善となる予定である。道路改良に伴う埋設インフラ設

備の設置は予定していない。 
 
※ その他ウランバートル市に関するプロジェクトはなく、他地域を対象とするプロジェクトの情報

交換を行った。ウランバートル市道路プロジェクトについて、案件担当者を後日再訪することと

した。 
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月 日 2006.10.27（金） 
訪問先 ウランバートル市土地管理局（TUMURKHUYAG 氏オフィス） 
対応者 Mr. TUMURKHUYAG B (Director)、Mr. Sandui TSENDSUREN（副局長）、（土地

価格担当者）、（民間譲渡担当者）、（情報担当者）、（登記担当者） ※氏名、連絡先は

取得済み 
調査者 橋本（記）（調査団）、オットゴン（通訳） 
目 的 都市計画法、土地法に関連する市部局の管理業務 
受領資料 ・ウランバートル市土地価格決定の考え方 

・情報局収集情報一覧（1996 年データ） 
 
（組織概要） 
・ ウランバートル市の都市マスタープランが 2002 年に策定されてから、計画内容を実施する部局

として土地管理局が位置づけられている。 
・ ウランバートル市は、中心部に６つの区、周辺部に３つの区がある。土地管理局は、本部、及び、

各区に配置された部局をあわせ、全体で約 120 名のスタッフが働いている。 
中央部局の構成は、次のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 具体的な土地開発の計画内容は、ウランバートル市都市開発研究所が都市マスタープランの内容

を参照しながら計画案を策定する。土地管理局では、その計画内容、実施内容について審査を行

い定めている。 
・ 主な業務内容は、次のとおりである。 

－ 土地管理計画の作成 
－ 土地の入札、競売の実施 
－ 土地の使用法、用途の検討、決定 
－ 土地価格の決定 
－ 土地の利用法を法律に従って規制すること 
－ 土地登記、利用用途に関する情報の取りまとめ 
－ 土地報告レポートの作成 

※括弧内数字は従業者数を示す 

局長 

副局長(1) 情報(5) 

総務(7) 登記(9) 

土地民間調達 (5) 

土地価格(7) 

土地管理計画(6) 

UB 市内各区(7) 

UB 周辺部区：2 つの区(3) 

 １つの区(1) 
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（ウランバートル都市計画、土地管理の課題） 
・ マスタープランの内容については、市役所内部での承認を得たあとであっても現実に事業が実行

されないこともあり、問題であると考えている。 
・ マスタープランにより都市計画の内容がはっきりと決められていれば良いのだが、実際はできて

いない。土地のゾーニングをつくることが必要であり、法的な担保を行う必要があると思ってい

る。中長期的な理念に従った考え方がないままに土地開発が進行するのを防ぐため、現段階では

新規開発の認可を保留している。 
・ 土地登記に関する問題もある。民間の土地登記についての業務を行っているが、企業用の土地登

記は準備段階にある。 
・ これまでの都市計画では、中心市街地のゲル地区への対処のみを考えており、市街地外縁部のゲ

ルは自然に解消すると考えていた。しかし、ゲル地区への定住が進行していることからも、一時

的な現象ではなく、将来的に存続することを前提として都市計画マスタープランを再編していく

ことが必要である。特に、ゲル地区は将来的にもゲル地区であるとして考え、その環境質を向上

させていく試みが必要であろう。 
・ 現在、将来的なインフラ敷設の予定がある地域に、各区の区長が建設許可を出してしまうことが

起きている。また、建設許可に対する国会議員の圧力がある。マスタープラン、法律の面では、

規制、誘導の強いルール化が必要と考えている。JICAのマスタープランの策定に期待するのは、

レファレンスとして実行力のある計画図書であり、今後の認可もそれに基づいて実施していきた

い。 
2008 年２月に議会選挙があり、選挙結果によってマスタープランの承認に支障の出ることをお

それる。現在は、国会で与野党の勢力が拮抗している状況にあり、マスタープラン案の成立には

理想的だと思っている。 
・ 都市計画に基づく補償制度が確立しておらず、都市計画事業と補償の問題を総合的に取り扱うこ

とのできる法制度化が必要と思う。 
 
（土地価格部局現況） 
・ 土地の値段を決定し、企業向けの賃貸価格や、新規の建設事業にかかわる競売、入札価格を決定

する基礎価格（日本でいう公示地価のようなもの？）を決定している。 
・ 土地の基準価格は、ウランバートル市５ゾーン（市内３ゾーン）、土地の利用法によって 14 分

類のいずれに該当するのかによって決められる。全市で、５×14=70 の土地価格がある。 
現在採用されているのは、1997 年に土地値段法によって定められた 4 億 4,000 万 MNT/ha であ

る。この価格を基準として、前記のゾーン、用途分類に応じた料率をかけることで土地価格が定

められる。 
・ 土地の基準価格は、1991 年以降米ドルベースでは変化していない。土地法が施行されたにもか

かわらず値段の決め方が変わらないこと、ウランバートル中心市街地内のゾーン分けが３種類し

かないことなど、実勢と乖離している面がある。 
・ 土地の価格は都市計画と土地利用計画に基づいて決められているが、国に内緒で売買が行われて

いることを認識している。 
・ 土地の売買契約による登記料収入は、県、市、区の運営資金に用いられる。 
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（登記部局現況） 
・ ウランバートル市の土地情報について、GIS データにより保管を行い、申請に基づいた改訂を

適宜行っている。ADB の支援による土地登記情報データベース（2003～）に準拠しており、

ALAGaC のシステムの下で、データの管理を行っている。 
・ 取り扱うデータは、次のとおり。 

（図面データ） 
－ 土地利用図 
－ 登記図（敷地境界、ゲルなどの簡易の建物を除いた建物概形） 
－ インフラ現況（電気、水道などの配管経路） 
－ 都市計画データ 
（テキストデータ） 
－ 土地の権利者個人データ（名義、ID、連絡先、電話番号など） 
－ 登録内容 
－ 土地履歴 
－ 土地価格 
－ 個人の申請データ 

・ 当 GIS システムには、市街地中心区域の全域、及び、ゲル地区の 80%の地域についての情報が

入力されている。ただし、登記されていない部分のデータは保有していない。 
データフォーマットからは、インフラや土地利用に関する市全域を対象とした情報の一括集計も

可能と思われるが、市のコンピュータはスペックが低いため、容量の問題からそのような処理は

できない。ALAGaC のコンピュータではそのようなことができると思う。 
・ 今後、土地価格の基準、税金の課税履歴などを加えていく予定。作業については未了である。 

 
（土地管理計画部局） 
・ 2020 年までの土地管理計画に基づいて、各単年度計画についての審査、承認を行っている。 

単年度計画には、以下の２つの種別によるプロジェクトが定められる。 
① 土地の民間利用について、土地利用の目的、建設開発範囲を定めること 
② 各区から出される事業について、面積、計画人口、プログラムを定めること 

・ 今後 2020 年までの長期計画のなかで、次の３点を計画上の目標に据えている。 
① 旧来型の再開発手法により、市内の新しいプロジェクトを実行する（旧工場跡地の開発など）。 
② ゲル地区の再生に関し、次の２つの方策で対処する。 
 － インフラ施設に近いゲル敷地：ゲル地区住民の集住化、土地利用の高度化を図る。 
 － インフラ施設より離れたゲル地区：電気、水道などの基礎インフラ整備を進める。 
③ 新都市開発の促進 

 
（土地管理計画部局） 
・ 各年度に家庭用に譲渡する土地の位置、範囲等の計画を策定し、国会の承認を得る業務を行って

いる。 
・ また、競売、入札を行う地区について、計画案と建設概要書を策定することを行っている。 
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（部屋には６つの地区事業についてのパネルがある。一部撮影済み。観光施設、農業施設＝ビニ

ールハウス＋加工工場、集合住宅、住宅街区内地下駐車場など） 
・ 集合住宅のプロジェクトでは、計画実施は次の手順で行われた。 

① 各区より要望するプロジェクトの内容が提示される（例：要望する集合住宅規模） 
② ウランバートル市全域での採択案件の決定 
③ 開発スペックの検討（土地管理部局の担当） 
④ 計画案の検討（都市計画研究所への依頼） 
⑤ 競売、入札 

・ 設計案の微細な変更はあるが、基本的に計画内容の基本的な考え方は決定されている。 
・ 個別事業の設計案の検討、作成は、都市計画研究所が行っている。 
※ 同部局の業務は、市側の立場から事業フレームを定め、具体的な計画案の策定を都市計画研究所

に発注し、これを管理する部局と認識した。 
 
（情報局） 
・ 同部局には 12 名の職員が配置されており、システムチーム、情報チーム、技術チームの３つに

配置されている。 
・ 同部局の業務内容は次のとおり。 

－ ウランバートル市開発政策・施策立案のための基礎データの収集 
－ ウランバートル市国民生活情報の収集 
－ ウランバートル市現況情報の調査、提供 
－ 将来の開発構想計画策定 
－ 情報システムの策定 
－ 収集情報の更新 

・ 同部局で収集、整理済みの情報化プロジェクト 
① 市内交通マネジメントシステム（道路情報システム）：完了 
－ 街路の舗装状況データの収集 
－ 管理状況、舗装面材質などのデータ整理 

② 建設情報システム：未了（70％程度のデータ入力済み、データ整備時期により内容のばら

つきあり） 
－ 市内建築物に対するデータ取得 
－ 近年のデータについてのみ、延床面積、高さなどの詳細情報の整備がある。 

③ インフラ詳細図：  
－ 個別の建築申請書に基づいた詳細部のインフラ敷設状況データ 
－ 1996 年に作成された情報データの改訂、修正 
－ 2000～2002 年のデータについては反映されていない 

④ ウランバートル市域基礎データ：  
－ 1／25,000 のベース図で、土地標高、人口配置などのデータを図示（リスト取得済み） 
－ 1996 年に作成された情報データであり改訂されていない 

⑤ 各地域別人口データ：  
－ 2005 年 10 月時点の、市内 121 ホロ（区の下の地区行政単位）住民数、世帯数調査 
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－ 年齢層は、0～18 歳、19～59 歳、60 歳以上の各大分類に対し、職種別に全 11 カテゴリ

ーの人口状況調査済み。世帯数は、全体世帯数と貧困世帯数の情報がある。 
－ 紙データでのアンケート結果は収集済み。コンピュータデータ、図面化はなされていない。 
－ 予算上の事情により作業の優先度は低く、空き時間を利用して少しずつ取りまとめを行っ

ている。 
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月 日 2006.10.29（日） 
訪問先 ウランバートル市北部エンフバイヤル地区現地 
対応者 Ms. OUNGEREL (NGO, Orgiluun Bulag) 
調査者 渡辺、橋本（記）（調査団）、平野（JICA モンゴル事務所）、オットゴン（通訳） 
目 的 ADB によるゲル再開発支援実施地区状況調査 
受領資料  

 
（プロジェクト概要） 
・ プロジェクト名称は「MON 1847」との名称で、ADB 支援により 2002 年より計画策定、2003

年より事業実施を行っている。 
・ プロジェクトでは、敷地に現存したゲルの移動、再開発を行い、戸建住宅を整備していくことを

計画している。現段階で、上下水道が施工済み、道路の舗装を行っている。2006 年 11 月には、

道路の舗装が完了し、街路灯工事が完了する予定である。 
来年に、２階建てタイプの一軒家 75 軒を含めた全体で 120 戸の住宅を造る。建設工事について

は、ADB より入札の公示が行われる予定で、現在選定作業の準備中である。 
・ 事業期間中に移転を余儀なくされる人もあり、市から補償として近隣地区に住むところを用意し

たり、その建物を利用しない人には ADB からローン制度を準備した。 
・ 事業地区において土地登記は進めず、国有地のままとしている。周辺地区にも情報の提供を行っ

ており、近隣地区との整合のとりやすい計画となるように配慮している。 
・ 事業着工前の資産評価は、建物を対象にして行った。下記の原則による。 

－ ゲルなどの簡易建築物：資産評価なし、移転補償金として 9 万～15 万 MNT を支給 
－ 一般建築物：構造、経年数、建設時から現在までの物価上昇分を考慮し、居住者希望額に対

して国が調整を行い、価格を決定した。1,400 万 MNT 程度。 
・ 新たに準備される住宅は、72～300 ㎡である。居住者は、これらの住宅を購入することになるが、

ADB より月利 1.1%、年 13％の 10 年ローンが準備されている。 
各自で自分自身の生活状況を考慮し、1,500 万 MNT～2,500 万 MNT の購入資金がローンの対

象となる。 
・ 地区に住む住民は、土地の権利を担保とした 10 年ローンを設定することになる。不動産ローン

の考え方が普及していないため、実際に住民が、どれほど返済計画を真剣に考えているのか心配

がある。実際、返済できない者も出てくるのではないかと考えられ、心配である。 
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月 日 2006.10.30（月） 
訪問先 ウランバートル市都市計画関連庁舎、2F 都市計画研究所会議室 
対応者 ※2002 年時都市マスタープラン作成担当者であるため、現在の所属先が異なる場合

がある。 
＜都市計画研究所＞ 
Mr. BOLD Gelegravjaa (Director)、Dr. Dagva SARANTUYA (Head of division)、
セレンバーチェ（ウランバートル市温水局）、ムングトーラ（上水担当）、TUYA（経

済社会開発関係） 
＜その他＞ 
SHAREHUU（都市計画地図研究所）、NARANTSETSEG Jigmed (senior inspector 
control of information and communication, the State Specialized Inspection 
Agency)、L. ERDENETUYA (上水関係、Vise President, Association of Mongolian 
City Planners) 

調査者 渡辺、橋本（記）（調査団）、平野（JICA モンゴル事務所）、オットゴン（通訳） 
目 的 ウランバートル市都市計画研究所業務概要把握、ウランバートル市 2002 年都市計画

マスタープラン内容確認 
受領資料 なし 

 
（組織概要とマスタープランへのかかわり） 
・ ウランバートル市都市計画研究所は、1998 年にウランバートル市都市計画マスタープランを策

定することを目的として設立された。その業務の結果は、2002 年に策定済みの都市計画マスタ

ープランである。マスタープランの策定時にはそれぞれの専門技術者が配置されていたが、その

後、他の職場に移ったものも多い。 
・ 都市マスタープランでは、市内６つの区とナライハを含めた 39 万 ha の区域、及び、衛星都市

を含めた範囲を対象とした計画策定を行った。 
 
（計画目標の設定） 
・ 計画の策定にあたっては、日建設計などがウランバートル市より委託され設定した都市開発戦略

（CDS）に示された開発目標を参照している。CDS の達成のため、60 あまりのプロジェクトを

計画している。うち、28～29 のプロジェクトの実行過程である。 
・ 計画策定時には 1998～2000 年の現況情報収集を行い、各部門別の計画立案を行った。 
・ 市内の人口については、区の単位で現況（1998 年のデータで 1999 年 1 月に公表された統計デ

ータ）と予測値を設定した。今後の計画立案にあたっては、区よりもゾーン別にまとめていく方

が良いと思う（計画立案の指標が区の大枠で設定されていたため、各種用途が明確に区分されな

いまま指標の設定がなされてしまったとの意）。 
・ 各セクター別の計画は、これらの区単位の目標値を参照して、詳細の計画を作成している。 
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（分野別マスタープランについて） 
（１）道路部門 
・ 従来計画の実現性を評価し、近年の中心市街地地区への人口集中傾向を加味しながら、計画の策

定を行った。 
・ 現在、ウランバートル市の車の保有率は 70 台／1,000 人であり、必ずしも高い数値とはいえな

い。そのような状況にもかかわらず、市内で渋滞などの問題が解消されない理由には、道路計画

が不在であることも一因としてあげられる。 
ウランバートル市中心地区では、計画された街路のすべての計画道路を開通させていくことが必

要と考えている。併せて、交差点、踏切などの改良が必要であろう。 
（２）通信部門 
・ 計画当時の基地局、機関ケーブルの敷設状況に応じ、基幹ケーブルの敷設位置に応じた将来計画

を策定。光ケーブルの敷設を視野に入れ、更新計画を策定（中心市街地に基幹局３局を設定、市

街地全域計画を A3 判１枚で計画、計画作成は 1/25,000、又は、1/10,000 で策定）。 
（３）その他部門 
・ 具体的な計画図の提供はなかったが、各セクター別計画は共通の設定指標に基づき策定。作成レ

ベルは 1/25,000、又は、1/10,000 で策定。 
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月 日 2006.11.2（木） 
訪問先 ウランバートル市役所都市開発政策局 
対応者 Mr.MUNKHBAATAR（都市開発政策局長） 
調査者 越智、鶴岡（調査団）、平野（JICA モンゴル事務所） 

 
・ 調査団より表敬訪問し、今回の事前調査について説明。 
・ 月曜日にキーパーソン（建設都市開発省、ウランバートル市、都市計画研究所）で集まって、本

調査に対する重要事項の確認を行いたいことを説明し、了解を得た。 
・ 研究所と建設都市開発計画局の各々の位置づけは、研究所がデザイン及び調査を担当し、後者が

都市計画の実施及び情報の取りまとめを担当している。 
・ 都市計画研究所はポテンシャルの高い機関であり、研究所を活用するべきである。また、計画及

び調査は研究所の業務所掌になるだろう。都市計画研究所は若手の職員もいて、将来の都市計画

を担っていく重要な人材も多いため、日本からの技術移転を行い彼らの能力を強化してほしい。

また、経費面に関しても、市から給料の支払いをしているので、Extra Money は発生しないだ

ろうとの説明があった。 
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月 日 2006. 11.2（木） 
訪問先 日本大使館 
対応者 市橋大使、小林参事官、佐藤一等書記官、平原三等書記官 
調査者 越智、鶴岡（調査団）、平野（JICA モンゴル事務所） 

 
（調査団より） 
・ 事前調査スケジュール及び本体調査案について説明。２年後の統合を見据えて、スキーム間の連

携のモデルとして、有償資金協力の SAPROF を開発調査で実施すること、またプログラムをベ

ースにしたドナー協調の推進（住宅政策におけるADBのソフトローンとの連携等）を説明した。 
・ 現時点での懸案事項として、①政策・制度は国、計画実施は市と考えているが、その役割分担が

不明確、②以前マスタープランをつくったところが研究所のため、経費支給の可能性、③プログ

ラム化の柱の立て方であることを説明した。 
 
（大使館より。主に市橋大使） 
・ 本開発調査にあたり踏まえておいてもらいたいことに、大統領が進めているモンゴルの「長期開

発総合戦略」がある。この策定については与野党が合意しており、政権が代わっても受け継がれ

るものとして作成される予定。策定は早くても来年のナーダム前。それから各セクターのアクシ

ョンプランが作成されることになる。 
・ 再来年の 2008 年 1 月になると、選挙一色になり国会が機能しなくなると思われるが、来年 1 年

は上記の戦略づくりが動いていくはず。本総合開発戦略の策定の進捗に注意を払う必要。 
・ 大統領が代われば、行政も変わるため、ウランバートル市の政策が一変するリスクもある。マス

タープランの内容については柔軟に対応すべきであろう。 
・ 今回の対象はウランバートル市であるが、ウランバートル市が魅力的な都市になればより人口

が集中することが考えられ、他地域との調整を考えて、適正規模、将来ビジョンを明確化してほ

しい。また、ビジョンをつくったあとに、各セクターの計画、ファイナンスをどうしていくかも

検討事項である。 
・ 飛び地（衛星都市）がウランバートル市の行政区になっているが、その扱いについてはいろいろ

な議論があって終焉しない。例えば、衛星都市を育成するか、新空港付近に人を移動させるか、

西側に誘導していくか等いろんな意見が出ている状況である。 
・ なお、改定した都市計画が実行されるよう、立法府への働きが必要。大使館から伝えていきたい

ので、調査の進捗を大使館に適宜報告してほしい。 
・ これまで、各ドナーによりセクター別にワーキンググループ（WG）を立ち上げてきた。これま

で保健分野、教育分野、インフラ分野で WG があるが、インフラ分野はあまり機能していなか

った。インフラの WG を３分割し、都市開発、交通、エネルギーの 3 つを新たに立ち上げるこ

ととしている。その都市開発 WG を日本が主導したい（交通は ADB、エネルギーは米国）。こ

の WG の立ち上げと開発調査のタイミングをあわせていきたい。なお、会合は開発調査の進捗

に合わせて実施することになるだろう。 
・ 都市開発セクターの W G をコーディネートできるモンゴル側の適任者（大統領のアドバイザー

レベル）が必要であると考えており、世界銀行の日本基金で雇うことも検討中。 
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月 日 2006. 11.2（木） 
訪問先 国連人間居住計画（UN-Habitat） 
対応者  
調査者 越智、鶴岡（調査団）、平野（JICA モンゴル事務所） 

 
・ 調査団より、実施予定の都市計画プロジェクトについて説明。 
・ UN-Habitat より、実施しているゲル改善プロジェクトについて説明。 
・ ゲル地区を３つのゾーン（①中心部に近い古くからのゲル＝高層化を図る、②①の外側＝戸建て

住宅地として整備、③更にその外側）に分類し、それぞれのゾーンでエリアを選定し、計画を立

てパイロット・プロジェクトを実施する予定である。中心に近いところでは、ローンにより住宅

の高層化を進める考えであり、その他は民間の投資を促進するようなものを考えている。 
・ 本プロジェクトの予算は 5,000 万円程度のため、実施までは単独でできない。ゆえに、ADB ソ

フトローンとの連携も考えている。 
・ 開発調査のコンサルタントに対して、情報を提供することはまったく問題はなく、より良い連携

を構築していきたいとの説明があった。 
・ 12 月 5 日に社会福祉省、建設都市開発省及び財務省とゲル地区戦略（Output1)についてのポリ

シーダイアログを行う。JICA も是非参加してほしい。 
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月 日 2006. 11.2（木） 
訪問先 建設都市開発省 
対応者 Mr.BATBOLD（都市開発局長） 
調査者 越智、橋本、渡辺、鶴岡（調査団）、平野（JICA モンゴル事務所） 

 
・ 調査団よりスケジュール及び実施体制（国、市、研究所の役割分担）・調査の内容について協議

をしたい旨、冒頭で説明した。 
・ 都市計画研究所からは、キャパシティ・ディベロップメントは不要、なぜ JICA がマスタープラ

ン改定を行うのか分からない等の意見があり、また経費支払い等の問題もあり、月曜でのキーパ

ーソンの会合で明確にしたい旨、説明した。また、火曜日には、各関係省庁を集めて、説明会を

開催することとした。 
→各省庁には、BATBOLD 氏からレターで案内することとした。 

 
（キャパビルについて） 
・ 地形図作成は日本国内の作業が中心となるが、都市計画の改定作業はキャパシティ・ビルディン

グの観点から、できる限りモンゴルで作業をしてほしい。その時に都市計画研究所はどうかかわ

るかが検討事項であるが、研究所は 2002 年のマスタープラン作成を行っており、情報をもって

いるので調査に参加してもらえればと思う。また、月曜の会合ではオフィスについても話し合い

たい旨、説明した。 
 
（オフィスについて） 
・ 調査段階に応じて、オフィスを分ければ良いと思う。政策では建設都市開発省で作業を行うが、

計画はウランバートル市であると思う。 
 
（サイナーについて） 
・ 建設都市開発省のみではなく、ウランバートル市もサイナーになると思う。 

→BATBOLD 氏が省内で相談して確認することとする。 
 
（ステアリングコミッティー、W G のメンバーについて） 
・ もし人数が多すぎて意思決定がしにくいのであれば、WG を政策部会と計画部会に分けることも

案として考えられる。 
→これに対して BATBOLD 氏から１つの方が良いとのコメントがあった。 

・ ALAGaC やウランバートル市道路局、貿易産業省もステアリングコミッティーに加えるべきで

ある。 
→月曜のキーパーソン会議までに JICA が案を提示することとした。 

 
（現地踏査について） 
・ ６日午前中に衛星都市の踏査をしたいと考えており、その案内を BATBOLD 氏に依頼した。 
・ ２つの衛星都市（バハノール、バガハンドル）はウランバートル市の管轄であり、その２か所に
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加えて近郊のナライハも対象にしてほしいと BATBOLD 氏から要請があった。なお、衛星都市

は構想としてあるものの、オーソライズされたものではないとのことである。 
→調査団から衛星都市ありきで進めるのではなく、衛星都市の位置も含めて議論が必要であると

コメントした。 
 
（カウンターパートの役割分担について） 
・ BATBOLD 氏より、建設都市開発省、ウランバートル市、都市計画研究所の役割分担は以下の

ように想定されるとの説明があった。 
建設都市開発省：全体調整、都市計画制度、都市計画の法制化 
ウランバートル市都市開発政策局：省庁とウランバートル市の調整 
ウランバートル市建設都市開発計画局：都市計画の指導、立案 
都市計画研究所：情報の提供 

・ 都市計画の立案は都市計画研究所に含めてもいいと思うが、建設都市開発計画局と役割が重なる

可能性がある。 
→月曜のキーパーソン会議で確認することとした。 

・ なお、ALAGaC は地形図服務、GIS、LIS の技術指導、管理等を担当する。GIS のレイヤーに

載せる統計データベースの管理も行っている。 
 
（地形図及び計画対象範囲について） 
・ 地形図作成範囲全域を 1/5,000 で作成するということで協議していたかと思うが、日本で検討し

た結果、予算の制約もありすべてを 1/5,000 の縮尺で作成することは難しいことが分かった。そ

こで、インフラが整備されている中心部のみを 1/5,000 で作成し、その周辺を 1/10,000 で作成

するのはどうかと調査団から提案。 
・ BATBOLD 氏から、1/10,000 で詳細計画を作成することは難しい。1/2,500 が望ましいと考えて

いたが、地図コンサルタントから JICA の予算制約があることで 1/5,000に変更した経緯がある。

地区計画を考えるうえで、できれば大縮尺図画がほしいとコメントがあった。 
・ 縮尺は structure plan のレベルに応じて、作成することを調査団より提案した。例えば、具体

的には、調査対象地域全体は、1/25,000、土地利用計画作成エリアの大部分を 1/10,000、詳細計

画が必要な地域を 1/5,000 又は 1/2,500 とするなど。 
→予算との関係を再検討し、調査団側で案を作成することとした。 

 
＜その他今後の検討事項＞ 
・ ゾーニングや土地利用における具体的な調査方法 
・ ３～５年の短期アクションプラン作成について 
・ 住宅供給がベースとなって、ゲル改善を行う方法について 
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月 日 2006. 11.2（木） 
訪問先 都市計画研究所 

対応者 
Mr.BOLD（都市計画研究所長）、Ms.SARANTUYA（都市計画局長）、Ms.ビヤンバス

ル（秘書室 都市開発部） 
調査者 越智、鶴岡（調査団）、平野（JICA モンゴル事務所） 

 
（調査団より） 
・ 事前調査の目的について説明。建設都市開発省からの要請により、ウランバートル市のマスター

プランを改定することが目的である。建設都市開発省、ウランバートル市、研究所と協力して調

査を進めていければと思う。 
・ 省とウランバートル市、研究所の役割分担を明確にしたい。火曜日に関係省庁の意見交換会議を

予定しているが、その前に月曜にコアメンバーが集まって素案を決めたいと思う。そのキーパー

ソンは４人〔BATBOLD 氏（建設都市開発省）、MUNKHBAATAR 氏（都市開発政策局）、ナツ

ドボルジュ氏（都市計画部）、BOLD 氏（都市計画研究所）〕を予定している。 
→BOLD 氏はこの案に賛成し、会議へ参加することを約束した。 

・ 都市計画研究所は開発調査にどのような形でかかわればメリットがあるのか、率直な意見を求め

た。また、各関連部局との役割分担を明確にしたい。 
 
（BOLD 氏） 
・ 2002 年につくった計画はウランバートル市の依頼の下に作成した。ウランバートル市の作成方

針があると思うが、研究所としては積極的に参加したい。都市政策は建設都市開発省の所掌にな

るが、実際の仕事は研究所ですることになる。都市開発政策局は、ウランバートル市の都市計画

政策を担当することになるだろう、と BOLD 氏より回答があった。 
・ 今回の開発調査にかかわる際も、市から何らかの依頼を受けて、実施することになる。 
・ 2002 年は市の委託費があり、金額は 3 億 6,000 万 MNT（約 3,600 万円）であった。ゼロから

実施したので、３年間ぐらい時間を要した。なお、承認を受けるのに１年間ぐらいをかけた。そ

の間に、各省や市民に理解を促すための宣伝や研修を実施した。 
→今回の委託経費に関しては、月曜のキーパーソン会合で確認することとした。 

・ 調査団から、市の建設都市開発計画局と研究所が一緒に入っているこのビル内にオフィスをもつ

ことは可能か？ と質問をしたところ、問題ないとの回答があった。 
・ 調査団より、調査で一緒に業務を行うカウンターパートの人選、なるべく専任としてできる方が

必要であることを説明した。 
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月 日 2006. 11. 3（金） 
訪問先 道路運輸観光省 

対応者 
Mr.BAASANKHUU（道路運輸観光省道路局長）、Ms.GERELNYAM（道路運輸観光

省道路局）、Mr.BATTSOOJ（ウランバートル市道路局次長） 
調査者 越智、橋本、渡辺、鶴岡（調査団） 

 
（調査団より） 
・ ①都市計画マスタープラン調査の事前調査で来ており、マスタープランのなかに道路も扱うこと

になり、ステアリングコミッティーへの参加確認、②道路運輸観光省から有償での道路の要請内

容確認、の目的で訪問した旨、冒頭で説明した。 
・ 有償は日本の国際協力銀行（JBIC）が担当しており、モンゴルに来る前に JICA と JBIC で打

合せを行った。JICA の開発調査で、ローンを組むかどうかの判断をするための基礎調査を実施

することにした。来年度 12 月にその審査を予定しており、JICA はそれまでに基礎調査を終え

る必要がある。 
・ 有償の対象路線は４か所であり、それぞれに対する調査団の見解を示した。 

① サブプロジェクト１：道路の新設であるが、対象エリアにゲルが定住しているために、建設

を行うにはゲル移転が必要である。環境カテゴリーでは A に該当し、かなり詳しい環境ア

セスメントと移転する住民への説明が必要となる。住民が賛成することを明確にしなければ、

ローンを組むことはできない。しかし、この手続きを踏むと来年の 12月には間に合わない。 
② サブプロジェクト２：住民移転は不要であり、既存道路の改修であるため環境影響は少ない。

交通量も多いため、実施意義は高いと考える。 
③ サブプロジェクト３：環境影響は少ないことが明確となっている。ジンギスカン道路の交通

量は多いので、実施意義は高い。 
④ サブプロジェクト４：４か所におけるフライオーバー建設であるが、渋滞緩和における効果

も大きいと考える。しかしながら、まだ図面もないのでこれも１と同様に 12 月には間に合

わない。 
・ したがって、２、３は実施可能と考える。４については、JBIC は高架橋ではなく、歩道橋とい

う理解であった。これについては JBIC に確認が必要である。時間的に厳しいだけでなく、規模

も大きくなるので予算の上限を超えてしまう可能性もある。 
 
（上記提案に対するモンゴル側の見解） 
・ Mr.BAASANKHUU（道路運輸観光省道路局長）は、最近着任したばかりなので、これまでの

経緯はよく分からない。調査団の見解のとおり、サブプロジェクト１は外してもかまわない。ま

た、２も重要でないと考える。ただし、環状道路である３、４が重要であり、高架橋も残してほ

しい。 
・ なお、高架橋は４つではなく５つである。（地図により位置確認。ただし、1 か所は無償の対象

案件。道路局長は新任のため十分な理解をしていない。） 
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（調査団より） 
・ ２つ大きな問題がある。高架橋の１つは無償資金により要請されている位置と重なっている。そ

して、高架橋建設自体が JBIC にとって新しい話である。プロジェクト３の両端における高架橋

は環状道路の接続地点となるので理解を得られやすいかもしれないが、JBIC に確認する必要が

ある。 
・ 結論として、サブプロジェクト１は対象路線から外すこととし、２は状況により外すこともあり

得る。３、４は JBIC に確認することとする。 
 
（モンゴル側より） 
・ 道路はモンゴル人の技術者でも建設可能と考えるが、高架橋は高度な技術が要求されるので、モ

ンゴル人に造れる人はいない。JBIC に本件の意義を伝えてほしい。 
 
・ 開発調査に関して、ステアリングコミッティーを形成する予定であり、火曜に関係省庁を集めて

意見交換を行うことを伝えた。 
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月 日 2006.11. 3（金） 
訪問先 GTZ 

対応者 
Mr. Sugarragchaa TSERENDASH (Senior Programme Officer) 、 Ms.Ruth 
ERLBECK（Programme Director） 

調査者 越智、鶴岡（調査団）、平野（JICA モンゴル事務所） 
 
（調査団より） 
・ JICA 実施予定の開発調査の概要を説明。 
 
（GTZ より） 
・ モンゴル側政府のみでなく、できる限り早い段階でステークホルダー（民間、大学、市民等）を

参加させる体制を構築した方がいいのではないか。 
・ GTZ が実施している“Urban Development and Construction Sector Promotion Program”の

説明。 
・ 本プログラムは４つのコンポーネントから構成されている。１～３はゲルエリアを対象に実施し

ており、４はモンゴル国全体で実施している。 
① コンポーネント１：Cost-and energy-efficiency housing 
② コンポーネント２：Energy-efficient rehabilitation of apartment building 

ゲルのエネルギー改善が必要である。オーナーズアソシエーションに対してエネルギー効率

の高い技術導入のためのコンサルテーションを行っている。また、省エネルギーに対するイ

ンセンティブを働かせるためのシステムの構築を検討している。 
③ コンポーネント３：Community-driven ger-development 

ゲルエリアにおける衛生改善を目的に実施している。ゲルエリアにおける土壌汚染は深刻な

問題であり、生活インフラへのアクセスも十分でない。そこで代替的な衛生設備が必要であ

る。 
GTZ は独自にエコサントイレ（Ecological Sanitation Toilet）をデザインした。これは尿と

排便を分離し、それぞれの経路を通して集中処理するものである。これによって土壌汚染の

浸食を防ぐことが可能となる。 
エコサントイレは民間企業を通して売っている。価格は 800 ドル程度であり、建設コスト

も高くはない。適切な素材を使っており、今後このエコサントイレの普及を促進したい。 
④ コンポーネント４：Demand-driven technical vocational education and training 

政策等に係るモンゴル人の育成のための研修を実施している。ドイツに研修生を受け入れ、

またドイツから専門家の派遣も予定している。専門家の役割は、住宅 4 万戸計画や建築、

その他サービスに係るアドバイザーである。 
 
・ 開発調査の調査団に対して情報提供や意見交換を行うことは全く問題ない。効果的な連携ができ

ることを期待したい。 
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月 日 2006.11. 3（金） 
訪問先 財務省 
対応者 Mr.ERDEMBILEG（援助政策調整部長） 
調査者 越智、鶴岡（調査団）、平野（JICA モンゴル事務所） 

 
・ 調査団より今回の事前調査の目的を説明。今回、有償資金協力として要請のあった道路建設・改

修プロジェクトの基礎調査も予定している。しかしながら、道路運輸観光省との協議で重大な問

題が発生している。日本サイドでは、歩道橋と理解していたものが、道路運輸観光省サイドでは

高架橋と考えていたものがあった。 
・ （財務省が保有している要請書の内容を確認）要請書上では、道路運輸観光省が考える５か所の

高架橋に係る内容は見当たらなかった。 
→本件に関して、財務省が確認するとともに、調査団側も JBIC に確認する等でダブルチェック

を行うこととした。 
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月 日 2006.11. 6（月） 
訪問先 バガノール地区区役所 
対応者 Mr.MUNKHBAT Bymba（Chief of Governor’s Office） 
調査者 越智、橋本、渡辺、鶴岡（調査団） 

 
（区役所より） 
・ バガノール地区は、ウランバートル市から東に約 130km 離れている。人口は、公称 2 万 6,000

人程度であるが、実際には 3 万人程度、8,000 世帯いるだろう。地区内にいる住民は石炭工場で

働いている人がほとんどである。 
・ 地区内はインフラ（光ケーブル、鉄道、道路等）が整備されており、モンゴル東部における電力

配信はここが中心となっている。 
・ 人口密度が高く、他の県に住んでいる人もこの病院や学校を利用している。 
 
（調査団より） 
・ 今のところ、バガノールをどのような都市計画にすればよいかまだ考えていない。 
・ バガノールとウランバートルとの関係はどのようになっているのか（バガノールは独立している

のか）？ また、バガノールは 20 年後どのような都市をめざしているのか？ 
 
（区役所より） 
・ バガノールはウランバートルから離れているが、１つの地区である。予算もウランバートル市か

ら受け取っている。 
・ バガノールはウランバートル地域開発政策方針のなかで認定されており、そのなかで 20 年後の

都市の発展方針は明記されている。区役所としては、経済的に独立した都市になることをめざし

たい。それは予算的に独立することである。税金はすべて国の予算となり、それから地方に配分

される。また観光産業を促進させたい。そうすればバガノールの予算も上がるようになる。 
・ 経済的に自立した都市になるには、工場を建てることである。例えば、食料品や革製品、ニット

等を考えている。現時点では、石炭工場と小さい食料品工場があるだけである。特に女性が仕事

をもっていないので、女性が働けるような職場（工場）がほしい。 
・ （民間を誘致していくには）税金や政府の方針のなかで調整したい。例えば、電気代や暖房代な

どは工場で働く人間には免除させることや投資環境を整えることが必要である。 
・ 労働力は十分にあるが、女性が仕事をもてない状況である。暖房や電気代は安くしていかなけれ

ばいけない。 
 
（調査団） 
・ バガノールの人口はどのように変動しているか？ 
 
（区役所） 
・ 人口は少しずつ増えており、年間 500 人のペースで増えている。10 年後はバガノールの人口は

５万人程度になる。他の地区から移住してくる人が増えており、ゲルが多い。500 世帯が住める
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暖房施設やインフラ整備を進めている（現在 ADB の協力で建設を開始したところ）。住宅供給

はいろいろな形態があると思う。４万戸計画のなかに位置づけられている。 
 
（調査団） 
・ ウランバートル市からバスが出ているのか？ 
 
（区役所） 
・ 市の経営しているものはなく、マイクロバスは出ている。ウランバートル市中心部までマイクロ

バスは 3,000 トグログ、タクシーは 4,500 トグログである。なお、鉄道は時間がかかるので、旅

客としてはほとんど使われていない。（ウランバートル市中心駅からバガノールまでの支線があ

り、主に火力発電所への石炭輸送に使われている。） 
・ バガノールは社会主義時代に石炭を中心に発展していた。 
・ マスタープランでは、バガノールも対象に入れてほしい。 
 
（調査団） 
・ 調査を実施するときに、改めて情報等の提供を依頼することになるかもしれない。そのときは協

力頂きたい。 
 
（その後現地を案内してもらうなかで） 
・ 石炭工場は、生産能力は 600 万トン／年あるが、現在は 300 万トン／年しか生産していない。 
・ 病院はフル稼働していない。地方から治療に来た人の健康保険の仕組みに問題があり、患者を受

け入れきれていない。 
・ 学校は高校まで存在。 
・ ゲル地区への居住は居住場所がコントロールされている。 
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月 日 2006.11. 6（月） 
訪問先 建設都市開発省 

対応者 
Mr.BATBOLD（都市開発局長）、Mr.MUNKHBAATAR（ウランバートル市都市開発

政策局長）、Mr.BOLD（都市計画研究所長） 
調査者 越智、橋本、渡辺、鶴岡（調査団）、平野（JICA モンゴル事務所） 

 
（調査団より） 
・ 7 日に関係省庁に集まってもらって実施細則（S/W）、協議議事録（M/M）の内容を説明し、コ

メントをもらうことになるが、参加メンバーが多いので収拾がつかなくなる。まずは、コアメン

バーで内容を確認したい。 
・ 今週の木曜までに２つのドキュメントを確認したい。１つは S/W で調査の中身の基本事項を記

述してある。そしてもう１つの M/M は、S/W に記載するにはふさわしくない細かな事項を議事

録として残すものである。今日の会議を踏まえて修正を行うようにしたい。 
 
（調査団より S/W の説明） 
＜調査目標＞ 
・ １：目標年次は仮置きで 2030 年としている。通常は、作成年次の 15～20 年後を目標年次と設

定している。 
・ ２：マスタープランの作成とともに、それを実行するためのアクションプランを作成する。 
・ ３：開発だけでなく、法規制を含めた都市計画制度の提案を行う。 
＜調査対象＞ 
・ バガハンガイ、バガノールを含むウランバートル市すべてを調査対象としている。しかし、それ

では対象範囲が大きいので以下４段階に内容を絞っている。 
・ ①Regional Level：地域としての開発戦略を検討するものであり、バランスのとれた地域間の戦

略方針を検討する。 
・ ②City Planning Level：中心６地区とナライハを含むエリアである。１つのまとまったエリア

として、都市計画の検討を進めていく（図上の緑のラインで囲まれたエリアが対象）。この中で

積極的に都市開発促進するエリア、将来都市開発を促進するエリア、開発を禁止する場所の色分

けを行う。 
・ ③Urbanization Planning：②において積極的に都市開発を促進するエリアに定めた場所に詳細

な計画（例：土地利用、道路、学校、インフラ等）を策定する。 
・ ④District Planning：③のなかで特に重要と思われる事項を定める。この段階では、具体的な規

制なども加え、必要に応じて詳細な都市デザインを定めていくエリアである。 
→調査対象地域、City Planning Level の地区名称等を、建設都市開発省が専門家に確認するこ

ととする。 
＜調査内容＞ 
・ １：GIS で都市計画のためのデータベースを作成する。ALAGaC で保有している空中写真及び

調査で撮影する空中写真を活用して地形図を作る。地形図の範囲と縮尺は後日協議することとす

る。 
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・ ２：都市計画の基本的なデータを集めて分析する。 
・ ３：ウランバートル市のマスタープラン改定 
・ ４：マスタープランの各論の道路に係る内容で、円借款で要請のあった道路を対象に基礎調査を

実施する。 
・ ５：マスタープランを実現するためのアクションプランをつくる。 
・ 調査のステップではないが、カウンターパートと一緒に進めることで技術移転を行っていきたい

と考えている。 
＜調査期間＞ 
・ 来年の３月ごろから２年弱で実施する予定である。実際には１年半くらいでマスタープランをつ

くり、残りの期間でアクションプランをつくっていき、どのように実現すればよいかを一緒に考

えていく期間としたい。日本の協力だけでなく他国の協力も含めて検討することとする。そのた

めに、調査を進める過程でいろんなドナーと意見交換をしたいと思う。 
・ 地形図作成は全体で 10 か月を予定しているが、調査に必要なエリアを優先的に作成していくよ

うにする。 
＜成果物＞ 
・ 各レポートをモンゴル側に 30 部配布する。 
 
（調査団より M/M の説明） 
・ タイトルを“The Study on City Master Plan and Urban Development Program of 

Ulaanbaatar City”にする。 
・ ステアリングコミッティーの構成は、議長に都市建設開発省事務次官、副議長に都市開発局長と

ウランバートル市都市開発政策局長を考えている。コミッティーメンバーは資料参照。 
・ 環境社会配慮で重要な点が２つある。１つはマスタープランをつくる段階で大勢の人の意見を取

り入れること。ステアリングコミッティーで意見収集を行うとともに、一般の人や他ドナーの意

見も取り入れるようにする。住民アンケートの実施も考えられる。そしてもう１つはマスタープ

ランを途中段階で公表することである。それもドナーや住民の代表、区長等にも情報公開する。 
・ なお、円借款の道路整備の前にはモンゴル国の法律に基づく環境影響評価が終わっていなければ

いけない。それはモンゴル国側自身で実施するものである。JICA は独自の環境ガイドラインに

基づく環境影響調査を実施するので、そのデータを用いてかまわない。都市計画マスタープラン

は JICA が定める環境社会配慮ガイドライン、道路整備においては、JBIC のガイドラインが重

要である。 
 
（質疑応答） 
・ 建設都市開発省の大臣がサイナーになることも検討中。その場合、市のサイナーは市長である。

市長にアポイントをとって面会を設定したい。（市都市開発政策局） 
・ マスタープランを明確にするのか、それとも新しいマスタープランをつくるものなのか？ また、

マスタープランは 2020 を目標年次にするという解釈であったが、2030 にするのか？（市都市

開発政策局） 
・ 今のマスタープランをベースにし、現実にそぐわないものは変える。内容を深めるものは詳細に

する。人口予測をする場合、20 年先を見るのが一般的である。しかし、20 年後の計画にいきな
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り飛ぶのではなく、段階的に計画を示すことになる。20 年後の予測をしながらフレームを考え

るが、計画レベルでは近い将来を記述する。（調査団） 
・ 2002 マスタープランは現状にそぐわない内容となっているので、現況に合わせて作成願いたい。

目標年次は 2030 でよいと思う。（省都市開発局） 
→目標年次を 2030 年とする。 

・ 円借款の道路プロジェクトを詳しく教えてほしい。（省都市開発局） 
・ （サブプロジェクトの図を用いて説明）４つのサブプロジェクトがあり、１については環境社会

配慮の観点から実施しないこととする。残りの２～４に関しては、道路運輸観光省と調整中であ

る。（調査団） 
・ 約 6,000 万ドル、道路セクターに投資を集中させるという話がある。これらの投資計画とあわせ

て道路計画を検討されたい。（市都市開発政策局） 
・ 都市計画研究所には２つの役割を明記している。１の情報収集・調査に関しては、もし必要があ

れば契約を結ぶことが可能である。ただし、その場合はカウンターパートから外れることになる。

契約をすることは、民間と同じ扱いになるからだ。その場合は、マスタープランの報告書のなか

のカウンターパート一覧に名前が記載されなくなる。（調査団） 
→都市計画研究所をカウンターパートに含めるかは、再検討する。 

・ ウランバートル市のインフラ担当部局など、ワーキングループに更に加えた方がいい部局もある。

（市都市開発政策局） 
→都市開発局で具体的な機関を後日提示する。 

 
＜会議終了後、BATBOLD 氏と打合せを実施＞ 
・ 都市計画研究所には最初に情報提供をしてもらわなければいけない。研究所に情報提供をするよ

うウランバートル市から依頼すればよい。上部の機関が言えば情報は提供してもらえる。カウン

ターパートになってほしいと日本側から言えばいいと思う。（BATBOLD 氏） 
・ 専門家はジャルガランド地区を対象に含めることを考えているので、確認する。（BATBOLD 

氏） 
・ アクションプランは具体的にどのようなものを考えているのか？（BATBOLD 氏） 
・ 今そちらから具体的なアイデアがあれば教えてほしい。なければ具体的な内容は今後調査のな 

かで検討していく。（調査団） 
・ アクションプランのテーマとして想定されるのは、まず１つが法律の整備である。これは内容に

よってはその後技術協力で検討していくことも考えられる。その他には、道路整備やゲル地区再

開発の補償をどうするか、住宅供給整備等である。スプロール最前線や衛星都市は詳細計画をた

てる必要はないのではないか。また民間デベロッパーがどうかかわるのかを考えていかなければ

ならない。（調査団） 
・ アクションプランは本格調査団がプロポーザルをして意見交換しながら内容を検討していくこ 

ととする。（調査団） 
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月 日 2006.11.7（火） 
訪問先 市長表敬 
対応者 Mr.Tsogt BATBAYAR（ウランバートル市長） 
調査者 越智、橋本、渡辺、鶴岡（調査団） 

 
（越智団長代理より） 
・ ウランバートル市マスタープラン改訂を目的として来年度２月から調査を実施する予定である。

今回は事前調査として、基礎的な調査の枠組みを合意するために訪れた。協力要請自体は、建設

都市開発省からの要請であるが、内容はウランバートル市役所にもかかわるものなので、市役所

とも協議を進めている。 
・ マスタープランの見直しは最終的にレポートを作成するだけでなく、実行するためのアクション

プランも含めている。 
・ まだ調査の中身を固めたわけでなく、市長からもご意見があれば計画に反映させるようにしたい。 
 
（市長より） 
・ 2001 年ウランバートル市都市計画マスタープランが内閣によって承認された。しかしながら、

2002 年に土地所有化されるなど状況が大きく変わりつつある。マスタープランの改訂を内閣に

報告している。 
・ 2020 年までの既存マスタープランの内容もよく調べてほしい。都市計画にあたってはそれぞれ

の関係機関と協力していくことが大切である。 
・ 調査に必要な情報があれば市長から出させるようにするので、遠慮なく言ってほしい。全面的に

バックアップする。 
・ 調査はできる限り早く終わらせてほしいと思う。2008 年に調査が終了した時点で社会情勢が大

きく変わってしまっている可能性がある。 
 
（越智団長代理より） 
・ マスタープランは多くの関係者と一緒にやらなければいけないので市長の言葉は大変心強く思 

う。 
・ マスタープランは調査の最後にならないと結果が分からないとするのではなく、途中途中でモン

ゴルの社会情勢も踏まえながら段階的に必要な調査結果を出せるよう、ウランバートル側と調整

して進めていきたいと思う。 
・ 日本の調査団が案を出すが、どのように進めていくかはモンゴル側と議論をしながら進めていく。

最終的にはモンゴル側で政策決定していただければと思う。 
 
（BATBOLD 氏より） 
・ できる限りモンゴル人の専門家と一緒に調査をしながら、技術移転をする。 
・ 今回はモンゴル人の専門家（カウンターパート）を多く含むことを JICA は歓迎している。 
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（市長より） 
・ モンゴル人の専門家は日本人の専門家と比べて経験が少ないので、技術移転もしていただければ

ありがたい。 
 
（越智団長代理より） 
・ 何人かの専門家を日本に招いて研修をすることも可能である。その可能性も含めて検討していき

たい。 
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月 日 2006.11.7（火） 
訪問先 建設都市開発省 
対応者 （関係省庁ミーティング） 
調査者 越智、橋本、渡辺、鶴岡（調査団） 

 
（調査団より） 
・ 調査中に結成されるステアリングコミッティーでは、調査の基本事項等の意見交換等を行う。建

設都市開発省と事前に協議し、メンバーになっていただくことを想定している方々に集まってい

ただいている。正式には建設都市開発省よりメンバーになることについての公式的な依頼がある

と理解している。 
・ 調査は来年度２月ごろから実施する予定であり、調査期間中おそらく３～４回程度コミッティー

が開催されるであろう（レポートを出すタイミング）。調査内容はウランバートル市マスタープ

ランの改訂であり、いろんな分野を含むものであるので、その関連部局の方々から意見を頂きた

い。 
・ S/W、M/M の説明 
 
（質疑応答） 
・ 3～12 月に地形図作成となっているが、都市計画の方に時間を割いた方がいいと思う。

（Inspection Agency） 
・ 地形図作成のために、都市計画の期間を短くしているわけではなく、同時並行で実施する。都市

計画は最初の段階では情報収集、また古い地図を使って調査を実施する。地形図作成も優先度の

高い地域から整備を行い、作成した地図を順次都市計画に活用していく。（調査団） 
・ ウランバートル市には地震対策区域における研究が不足している。ウランバートル市は震度６～

８の地域に含まれる。地震に関する調査について、どの地域に高層建築を建てるのかにかかわる

ので検討してほしい。ウランバートル市中心部は地震に耐えられない建物が多いので、それも配

慮してほしい。（Inspection Agency） 
・ 土壌問題についても配慮してほしい。（Inspection Agency） 
・ ウランバートル市は洪水も多い地域である。それに関する調査を Inspection Agency で実施して

いるので、これも是非加えてもらいたい。（Inspection Agency） 
・ Inspection Agency は建築の許可を与える機関だと認識している。建築を建てる前、中間、終了

時点での検査も法的制度のなかでどのようにしていくかも１つの検討事項である。実際に土地利

用規制をしたときに、その許認可にかかわる問題である。このような都市計画法制度のところで

協力願いたい。（調査団） 
・ 環境影響評価は専門家を使って大規模な調査をするのか？（自然環境省） 
・ 大規模な調査はしない。現在の情報を使って分析を行う。時間的に限られており、既存のデータ

もあるので、それを有効活用する。（調査団） 
・ 調査範囲で修正したいところがある。セレベ川の沿岸も対象に加えた方がいいと思う。洪水が発

生する地域であり、ウランバートル市が抱える大きな問題であるのでそれも配慮していただきた

い。例えば、道路計画をする際に排水をどうするか等政策的に決まっていないので、それも定め
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ていく必要があるのではないか。（市道路局） 
・ 100 万人の人口に対し、公共交通が不足している。現在、バス、トロリーバス、タクシーの３つ

の交通手段のほかに、新しい交通手段も計画のなかに含めて検討してもらいたい。 
 
（市道路局） 
・ 産業の問題も非常に重要である。自然環境に悪影響を与えるような工場もウランバートル市に含

まれており、計画のなかで移転させることも考えられる。工場が集中する地域をどうするか政策

的に議論をしている。（貿易産業省） 
・ 計画のなかで緑も重要と思われる。大気汚染を緩和するには緑化が必要なので、この点も配慮し

てほしい。（貿易産業省） 
・ 都市計画のなかで将来人口の予測も行うと思うが、200 万になる可能性もある。（貿易産業省） 
・ 工場のエリアをどこにするか、人口の配分等は調査の最初の段階で決めることになるので、議論

させてほしい。都市交通に関しては、円借款で道路整備もあるので新しい交通手段をどこまで含

めるのかは日本側で検討させていただきたい。（調査団） 
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月 日 2006.11.7（火） 
訪問先 建設都市開発省 
対応者 Mr. Belegsaikhan Dagvadorj（都市開発局オフィサー） 
調査者 越智、橋本、渡辺、鶴岡（調査団） 

 
・ 衛星都市は将来的には中心部に集中している人口を分散させるための都市である。衛星都市は

13 指定してあり、そのすべてがウランバートル市の行政区となっている。外側の衛星都市も含

めてマスタープランで検討してもらいたい。外側の都市も産業開発が含まれるので、同じような

分析が必要と考える。 
・ どのくらいのスケールの計画をイメージしているのか？（調査団） 
・ できれば詳細な図面がある方が望ましい。例えば 1/2,500 のスケールで考えている。大縮尺であ

ればあとで広げることも可能である。 
・ 300 人程度の都市であれば詳細な計画は必要ない。優先度の高い細かい地図は中心部にした方が

よい。（調査団） 
・ ウランバートル市に含まれるところは、すべて調査対象となる。今のマスタープランのなかで西

側衛星都市はどのように扱えるのか、各衛星都市にはそれぞれ役割がある。（調査団） 
・ 今のマスタープランは 10 万分の１で分析をしている。1/2,500 の土地利用計画はない。 
・ Regional Level で衛星都市の方向性を明確にする。今はバガノールとバガハンガイを含むとし

か記載していないが、これに 13town のあり方も加えるようにする。City Planning レベルの区

域に入っていない所についてはこれらの都市においては Regional Level の分析ということで行

うことにする。（調査団） 
・ Planning Level では、市街化地域と開発をしないエリア２つに分かれる。市街化地域において

は土地利用計画を作成して検討する。例えば、将来どこまでインフラのキャパシティがあるのか

分析を行う。City Planning レベルの区域の外にある衛星都市においては、このインフラレベル

まで含める話ではない。（調査団） 
・ District Plan における対象は決まっていないが、ゲルエリアのインフラが中心になると考えら

れる。（調査団） 
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月 日 2006.11.7（火） 
訪問先 建設都市開発省 

対応者 
Mr. G. ERDENEMUNKH（Project Manager, Cadastral Survey & Land Registration 
Project, ALAGac） 

調査者 越智、橋本、渡辺、鶴岡（調査団） 
 
・ 調査団より都市計画マスタープランの地図作成について説明。 
・ 現在、1/10,000 及び 1/2,500 の地形図を作成することを検討。しかし予算が限られていることか

ら、ローカルコンサルタントの活用可能性を検討している。ただし、ローカルコンサルタントを

活用する場合の懸案事項は、時間と質の問題がある。（調査団） 
・ 前回地図の専門家が来たときには 500km2エリアで 1/5,000、中心部で 1/2,500 ということであ

った。話がまったく変わってしまっている。1/10,000 のレベルであれば、現在ある地形図を簡

単に改訂すればいいだけの話である。都市計画上も中途半端だ。 
 
（ALAGaC） 
・ ローカルコンサルタントを活用すれば価格は 5 分の 1 程度で可能である。また、見積りを出し

てみることもできるだろう。（ALAGaC） 
・ 予算上の制約があるのであれば、都市計画での活用等の観点から、1/5,000（500km2）を新規作

成し、1/2,500（80～90km2）の既存地理情報をアップデートして地図作成するのはどうか？ 

工期は 6 か月以内と推測する。（ALAGaC） 
・ ローカルコンサルタントの出す見積りを見て判断することとしたい。（調査団） 
・ ローカルを活用する場合は、ALAGaC が責任をもってその監督を行うこととする。見積りは 9

日木曜日の朝には提出できる。（ALAGaC） 
・ ローカル再委託においては、調査団の地図団員も管理を行うこととし、ALAGaC と共同で地図

管理をすることになる。（調査団） 
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月 日 2006.11. 8（水） 
訪問先 ウランバートル市道路局 
対応者 Mr. Lamkhuu BATTSOOJ（道路局副局長） 
調査者 橋本、渡辺、鶴岡（調査団） 

 
・ 前回の協議時の検討事項であった円借款で要請のあった道路に関して、基礎調査ではどこまでを

対象路線にするかを確認したい。今回のミッションでは、対象路線を文書で残すことはできない

が、目星だけはつけておきたいと思う。財務省を訪問し、要請書を入手し、また円借款の実施機

関である JBIC とも対象路線の選定に関して確認をした。（調査団） 
・ まず確認したいのが、要請書の中身である。積算の根拠に関する資料があれば頂きたい。（調査

団） 
・ 要請書は道路運輸観光省で作成したため、ウランバートル市にはその積算に関する資料がない。

おそらく、金額についてはモンゴルの人件費及び橋梁積算基準に基づいて算出していると思われ

る。（BATTSOOJ 氏） 
・ 当初、サブ・プロジェクト４は歩道橋の設置だと思っていたが、立体交差であったため金額は大

幅に超えることになると思う。この点に関して、JBIC に確認したところ、基礎調査とローンを

組むかは別問題であるので、まずは各路線の妥当性評価をするためにも立体交差を含めて基礎調

査をやった方がいいとのことであった。したがって、数百世帯の住民移転が必要なサブ・プロジ

ェクト１を除いて、２～４を基礎調査の対象とすることを考えている。（調査団） 
・ ただし、ローンを組むのは JBIC だが、基礎調査は JICA の開発調査で実施することで整理して

いる。立体交差の調査は相当の時間とコストがかかるものと認識している。したがって、立体交

差も含めた基礎調査を JICA で実施することができるのか、予算や技術面も含めて再度検討する

必要がある。基本的には２～４を対象と考えているが、JICA 内の事情もあり確約できないこと

を理解していただきたい。また、調査結果を踏まえて ODA ローンの対象路線を決定するように

なる。（調査団） 
・ 承知した。（BATTSOOJ 氏） 
・ 市としては、円借款で要請をあげた道路以外に必要なプロジェクトはあるか？（調査団） 
・ もっと改良したい道路はたくさんあるが、リングロードを中心に考えている。2006 年から 2021

年までに実施すべき優先プロジェクトをまとめた道路計画を作成中である。全体で 233km の道

路整備を考えている。この道路計画は、2005 年に実施した交通量調査に基づいて作成したもの

である。（BATTSOOJ 氏） 
・ 立体交差の妥当性を評価するときには、交通調査だけでなく交通事故なども調査をしたうえで分

析してほしい。立体交差を予定している箇所は交通事故の多発する地点である。交通量のみでは

立体交差の設置は適当でないかもしれないが、交通事故などを総合的に勘案する場合、妥当性が

高まると思う。また、調査を実施する場合は、交差点での交通量調査のみでなく、様々な側面か

ら交通調査を実施してもらいたい。日本とレベルが違うので、交通量はモンゴルの場合での基準

には満たないと思う。（BATTSOOJ 氏） 
・ 季節により交通量は変動するか？（調査団） 
・ 冬は少なく、秋が一番多い。夏も交通量は少なくなる。夏が少ないのは、地方に行く人が多いか
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らだ。季節変動に関する調査を実施したことはないが、5～10％程度の差であると思う。交通量

が多い交差点にカメラを設置することになったので、季節による交通量の調査を観測できるよう

になると思う。（BATTSOOJ 氏） 
・ JICA の本格調査団が訪問することになると思うが、承認された道路計画の資料や情報提供をお

願いしたい。（調査団） 
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月 日 2006.11. 8（水） 
訪問先 建設都市開発省（ウランバートル市職員説明会） 

対応者 
建設都市開発省、市都市開発政策局、市建設都市開発計画局、市道路局、情報通信公

社、エネルギー供給公社、エンジニアリングシステム公社、都市計画研究所 
調査者 越智、橋本、渡辺、鶴岡（調査団） 

 
・ 調査団より S/W、M/M の説明。 
・ ステアリングコミッティー及びワーキンググループのメンバーはまだ決定ではないので、モンゴ

ル側で決めていただきたい。（調査団） 
・ 毎年、様々なドナーがプロジェクトを実施するが、このマスタープランと連携させれば効率的で

ある。いろんな国がいろんな分野のプロジェクトを実施するが、総合的でないとの批判がある。

それをまとめるのがこの調査の役割だと思う。（建設都市開発省） 
・ 調査地域であるが、図示された都市計画レベルのエリアの外にある水源のエリアなどについても

検討が必要なのではないか。（建設都市開発省） 
・ 別の会議でも同様の意見が出たが、洪水、環境、水源等広域的な分析が必要な場合には調査範囲

にかかわらず行う必要があると認識している。（調査団） 
・ ナライハが City Planning レベルに含まれるのか図のみでは分からないので、文書としても記述

してほしい。（市都市開発政策局）→ M/M を修正する。 
・ 計画や調査実施は民間会社が取り組むことになると思うが、市の専門家にも技術移転を実施して

ほしい。（市都市開発政策局） 
・ 各セクターがマスタープランをもっているが、合わせることはできるのか？（建設都市開発省） 
・ 各セクターの計画は全体のなかで統合したい。ただし、個々のセクターの詳細計画をつくるのは

本調査ではカバーしきれないので、各セクターの詳細はそれぞれに委任したい。（調査団） 
・ 地図作成に関しては、具体的なエリアや縮尺を決め切れていいない。現在 ALAGaC と詰めてい

る。（調査団） 
・ 地下インフラも地図のなかに含まれるのか？ また需要としてはできる限り大縮尺図で作成し

てもらいたい。（市建設都市開発計画局） 
・ 地下インフラは含まれない。また大縮尺図の要望は理解できるが、その件に関しては 6 月のプ

ロジェクト形成調査のなかで、都市計画に必要なスケールで実施することで合意している。（調

査団） 
・ 最後に署名者の確認であるが、S/W は建設都市開発大臣、道路運輸観光大臣、ウランバートル

市長。M/M は、都市開発局長、道路局長、市の都市開発政策局長がサインすることとする。（建

設都市開発省） 
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月 日 2006.11. 9（木） 
訪問先 ALAGaC 
対応者 Mr. G. ERDENMUNKH（Project Manager） 
調査者 越智、橋本、渡辺、鶴岡（調査団） 

 
（ALAGaC より） 
・ 地図作成に係る見積りを出した。1/2,500（約 80km2）の地図作成に関しては、既存の地形図、

オルソフォトマップを活用することにより、大幅に作業を短縮できる。この作業に約 6 か月程

度かかる。また、1/5,000（約 500km2）の地図作成に関しては、約 10 か月で完成する。この２

つの作業を同時並行でできるので、10 か月で業務が完成される見込みである。なお、トータル

コストは、約 28 万ドルである。この費用のなかに新規航空写真撮影分も含まれる。

（ERDENMUNKH 氏） 
・ この見積りは、私（ERDENMUNKH 氏）と BOLDBAATAR 氏（ALAGaC のエンジニア）で

作成した。見積りは、ALAGaC から民間企業に発注する際の単価に基づいて計算されている。

（ERDENMUNKH 氏） 
→1/2,500 既存地図のインデックスマップを後日、調査団に提供してもらうこととなった。 
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月 日 2006.11. 9（木） 
訪問先 JICA 事務所 
対応者 守屋所長、森本次長、平野所員、Ms.ENKHJARGAL 所員 
調査者 越智、橋本、渡辺、鶴岡（調査団） 

 
（調査団） 
・ 調査団より、現地調査結果を報告。 
・ 開発プログラムとして本調査を位置づけるために、タイトルに Urban Development Program

を加えた。 
・ 市の都市計画部局が２局となり実施体制が強化された。これら２局の局長を副議長と位置づける

こととした。都市計画研究所をカウンターパートとしてワーキンググループに含めるかどうか再

委託先とするのかが懸案事項であったが、ワーキンググループに参加することで決着した。2002
年のマスタープランに係る情報等をもっていることから、その情報提供の役割を期待している。

当然経費の支払いは発生しない。 
・ 地形図作成に関しては、予算の制約からローカルで委託することを考えている。その場合、課題

になるのが質と工期である。ALAGaC が責任をもって、品質管理、工程管理をすることで予算

内でモンゴル側が望む地形図が作成できるものと考えている。 
・ JJ 統合の関係で、JBIC の道路建設の SAPROF を JICA が実施することになった。しかしなが

ら、道路局の局長が新任であり中身を理解されていないようであった。JBIC の理解では歩道橋

であったが、先方の説明では立体交差であった。この件に関して、JBIC と帰国後詰めていきた

い。 
・ マスタープランは既存のものを十分に踏まえてほしいという話があった。全く新しいものをつく

るのではなく、現在のマスタープランを精緻化することや、実行できない問題点を検討すること

が先決ということである。 
・ アクションプログラムの内容は具体的なアイデアは先方にもないので、調査を実施しながら一緒

に検討することとした。なお、ゲル再開発が想定されるが、建設都市開発省は ADB からローン

支援によりモデル的に実施しているプロジェクトがある。ゲルについては、ADB ほか他のドナ

ーとの連携が重要。 
・ 今年度公共交通の要請があがっていたが、都市計画の開発調査で整理することで本部では整理し

た。都市計画のなかで公共交通をどこまで掘り下げるかは予算の関係もあるが、今後詰めていか

なければならない。 
 
（事務所） 
・ 今回の開発調査事前調査、S/W 協議の内容は了解。 
・ 事務所として必要なことがあれば支援をしていく。無償、円借款との調整に関しては、タイミン

グが合って、中身がうまくいけばいい。フォローアップに関しては、JICA 東京と調整していく

ようにする。（事務所） 
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月 日 2006.11. 9（木） 
訪問先 在モンゴル日本大使館 
対応者 佐藤一等書記官、平原三等書記官 
調査者 越智、橋本、渡辺、鶴岡（調査団）、平野所員（JICA モンゴル事務所） 

 
・ 調査団より、現地調査結果を報告。 
・ 有償資金に関しては、JBIC と調整していただきたい。一方、無償のフライオーバーとの調整も

必要である。フライオーバーのミッションを遅らせないようにすることを、本省も考えているの

でその旨を無償金協力部に伝えてほしい。（大使館） 
・ 昨日、ドナーワーキンググループの運輸部門が開催された。国会議員がモンゴル国内で交通とエ

ネルギーの送電網をつくるという説明があった。このように国会議員が関与することから、都市

計画部門においても再来年の選挙に耐え得るメンバー（ステアリングコミッティー）を考えなけ

ればいけない。そういう面でも大使館は協力していきたい。（大使館） 
・ コミュニティ支援無償というスキームがある。今年はアフリカのみであったが、来年度は全世界

で申請が可能である。調査のなかで必要があれば、活用することも考えられる。要請書を書くの

は一義的にはカウンターパートであるが、ゴーストライターが必要であろう。調査団がその支援

をすることを検討してほしい。なお、金額は３億円程度であろう。（大使館） 
・ 住民移転により環境カテゴリーが変わる可能性もある。ただし、住民の自発的、非自発的によっ

て判断されるので、自発的な住民移転であればカテゴリーは A にならない。（調査団） 
・ 調査団が来てから、大きな打ち上げ（セミナー）をしたいと考えている。最初のプレゼンを調査

団のメンバーにしていただきたい。（大使館） 
・ 調査団が来た直後に実施しても顔見せのみになってしまうので、まずはキックオフミーティング

で内容を検討してからの方がいいのではないか。プレゼンはウランバートル市役所にやってもら

う手もある。（調査団） 
・ では、調査団が来る２月ごろにミーティングを設けて、ドナー会議を４月ごろに実施するスケジ

ュールで検討したいと思う。 
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４. 面会者一覧 

 

機関／部局 氏   名 役   職 

モンゴル国側   

建設部市開発省 都市開発局 Dr. Badrakh BATBOLD Chairman 

 Mr. BELEGSAIKHAN Dagvadorj 0fficer 

建設都市開発省 土地管理政策局 Mr. Dorjgotov MUNKHBAATAR Director 

建設都市開発省 住宅公共施設整備局 Mr. Gambo MYAGMAR Director 

建設都市開発省 投資経済局 Mr. Zayat LKHAGVADORJ  

土地業務測地地図庁（ALAGaC） Mr. G. ERDENEMUNKH Project Manager 

道路運輸観光省 道路局 Mr. Dorjtseveen BAASANKHUU Director 

道路運輸観光省 道路局 Dr. Daramragchagchaa GERELNYAM Officer 

財務省 Mr. ERDEMBILEG 援助政策調整部長 

ウランバートル市 Mr. Tsogt BATBAYER 市長 

ウランバートル市 都市開発政策局 Mr. Begzjav MUNKHBAATAR Head 

 Ms. Byamba SUREN  

ウランバートル市 建設都市開発計画局 Mr. Nergui NATSAGDORJ  

 Mr. Erdene Ochir General Manager 

ウランバートル市 土地管理局 Mr. TUMURKHUYAG Director 

 Mr. Sandui TSENDSUREN Deputy Director 

 Ms. LKHAGVA ソンギノバイハン区担当

ウランバートル市 道路局 Mr. Lamkhuu BATTSOOJ Deputy Director 

ウランバートル市 上下水道局 Mr. B. PUREVJAV Director 

 Ms. YANJINDUKAM Zagdaa Project Manager 

 Ms. NARANTUYA Nanzad Engineer 

ウランバートル市エンジニアリングシステム会社 Mr. AMGALANBAYER 局長 

 Mr. GAN OCHIR Engineer 

バガノール区役所 Mr. MUNKHBAT Byamba Chief of Governor's Office 

ウランバートル市 統計局 Mr. BATBAYER Baasankhuu Senior statistician 

都市計画研究所 Mr. BOLD Gelegravjaa Director 

 Dr. Dagva SARANTUYA  

自然環境省 環境・天然資源局 Mr. Gunchin BATSAIKHAN Deputy Director 

自然環境省 特別保護区管理局 Mr. G. Enkhfoibon Officer 

自然環境省 気象環境モニタリング庁 MsD. Amarjargal Officer 

教育文化科学省 文化芸術部 Mr. Norov BATMUNKH Director 
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国際協力機関   

国際人間居住計画（UN－Habitat） Mr. Bharat Dahiya Project Manager 

 Ms. ENKHTSETSEG Shagdarsuren Project Manager 

アジア開発銀行（ADB） Ms. Tsetsegmaa Amar Officer 

 Ms. Bayasgalan Bavuusuren Officer 

ドイツ技術協力公社（GTZ） Mr. Sugarragchaa TSERENDASH Senior Programme Officer 

 Ms. Ruth ERLBECK Programme Director 

NGO：Orgiluun Bulag Ms. OUNGEREL  

世界銀行 Ms. Lkhamsuren BADAMRHORLOO Director 

 Ms. Dorjgotov TSENDSUREN Manager 

日本国側   

在モンゴル日本国大使館 市橋 康吉 特命全権大使 

 小林 弘之 参事官 

 佐藤 裕 一等書記官 

 平原 勝 三等書記官 

JICA モンゴル事務所 守屋 勉 所長 

 森本 康裕 次長 

 平野 里由子 企画調査員 

（JICA シニアボランティア） Mr. Nobuo OKADA 建設都市開発省 

 杉山 市上下水道局 

 松崎 健三 国立モンゴル歴史博物館
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５．ローカルコンサルタントの状況 

 

本格調査では、都市開発や環境社会配慮に係る基礎調査を現地コンサルタントに再委託して実施す

ることが想定される。そこで、建設都市開発省の意見等を参考に、モンゴル国のコンサルタント数社

を選んで、想定される調査の概略 TOR を示し、会社概要、参考見積資料の提出を要請した。以下は

その結果の概要である（なお、回収データは別途 JICA に提出された）。 
 
１．Urban Development Support Center 

都市計画全般及び建築設計を専門分野とするコンサルタントで、海外経験を有する者も含めて 8
名の技術者がいる。主なクライアントは、都市計画分野が国と地方自治体、建築設計が民間会社

である。 
都市計画分野では、ウランバートル市第 14 地区（ゲル地区）の再開発計画を行っている。また、

住民へのアンケート調査も実施した経験がある。海外ドナーの業務経験はないが、プロポーザル

を提出したことがある。 
・ 代表者：Mr. BAYAR Radnaaragchaa, President 
・ 住所、連絡先：302ALFA BUILDING, Teeverchidiin gudamj, 2khoroo, Sukhbaatar District, Ulaanbaatar 

TEL：331535 FAX：33l535 E-Mail：b_great999@yahoo.com 
 
２．“IDEAL GROUP” CO., Ltd 

都市計画を専門分野とするコンサルタントで、従業員は 20 名、うち 10 名が技術者である。他社

と共同でウランバートル市第 14 地区（ゲル地区）の再開発計画を行っている。また、地方都市

の都市計画を数多く手がけている。 
・ 代表者：Mr．BATBAYAR．M，Director 
・ 住所、連絡先：2nd floor, Block No.9, Urt tsagaan, Juulchin's street, Chingrltei District, Ulaanbaatar 

TEL：312069 FAX：319078 E-Mail：idealgroup@magicnet.mn 
 
３．Project X 

都市計画を専門分野とするコンサルタントで、8 名の技術者がいる。他社と共同でウランバート

ル市第 14 地区（ゲル地区）の再開発計画を行っている。主なクライアントは、ウランバートル

市及び民間建設会社である。 
・ 代表者：Mr. Д. Делгѳѳн, Director 
・ 住所、連絡先： 

TEL：96652319 
 
４．“ШИНЭ ХОТЖИЛТ” ХХК (New Urbanization) 

都市計画を専門分野とするコンサルタントで、2006 年 4 月に設立、10 名の技術者（正社員）の

ほかに 10 名の契約技術者がいる。もともとは国営会社であり、40 年前から都市計画の分野で業

務を行っているのでウランバートルの都市化について多くの情報をもっている。 
・ 代表者：Mr. Долгоржавынн Сайн-Эр, Director 
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・ 住所、連絡先： 
TEL：99277312 

 
５．CONSTRUCTION STOCK MARKET Co., Ltd 

元都市計画研究所の所長が代表を務める会社で、ウランバートルの都市計画全般にわたり多くの

情報を有している。 
・ 代表者：Mr. D. MIJlDSUREN, General Director 
・ 住所、連絡先：Zaluuchuud avenue, Building of Ardiin erkh newspaper 2nd floor 

TEL：332467 FAX：332467 E-Mail：contact@it-construction.mn URL：www.it-construction.mn 
 
環境影響評価コンサルタント 

自然環境省に認定されている環境影響評価に係るローカルコンサルタント・研究機関のリスト

（モンゴル語）は省のホームページ（http://www.mne.mn/index.php?action=files.view）から入手で

きる。 
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